
 

  

北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区説明会 次第 

 

日 時：令和３年１１月９日（月） 

                          １４：００～１６：３０ 

場 所：根釧西部森林管理署 会議室 

 

 

 

１ 資源活用第一課長挨拶 

（１４：００～１４：０５） 

 

２ 説明 

  （１）樹木採取権制度の制度概要について 

（１４：０５～１４：２０） 

 

  （２）北海道森林管理局３根釧西部部樹木採取区の公募要項について 

    （１４：２０～１４：３５） 

  

  （３）申請書の記載方法について 

    （１４：３５～１６：０５） 

 

３ 質疑応答 

    （１６：０５～１６：３０） 

 

 

１１月１０日は根釧西部森林管理署に集合し９時３０分に現地へ向けて出発します。 
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樹木採取権制度について
ー 令和３年11月9日 事業者説明会 説明資料 ー

資料１



○ 森林経営管理制度の要となる林業経営者を育成するためには、安定的な事業量の確保が必要であり、民有林からの

木材供給を補完する形で、国有林から長期・安定的に事業者が樹木を採取できるよう措置することが有効。

○ そのため、今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、現行の入札に加え、一定の区域（樹木採取区）

において、一定期間・安定的に樹木を採取できる樹木採取権制度を創設。（令和２年４月施行）
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②追加する仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）

・国有林の一定の区域（樹木採取区）にお
いて立木を一定期間、安定的に伐採でき
る樹木採取権（地域の民間事業者が対
応可能な200～300ha・年間数千m3程度
の素材生産量を想定し、権利の期間は
10年を基本に運用）を設定
※現行の国有林の伐採のルールを厳守
※長期に事業量が見通せることで機械導
入や雇用が進展
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業経営体の平均年間
立木購入面積（2015年
農林業センサス）は約
20ha（年間６千m3程度
の素材生産量に相当）

・毎年度個別に場所、時期
等を特定し、入札により
立木を購入して伐採する
事業者を決定

①現行の仕組み（引き続き実施）
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林業経営者の育
成にも寄与

樹木採取権制度の概要
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本日の説明内容

１ 事業者の選定について
①事業者選定の流れ
②木材の安定的な取引関係の確立

２ 権利設定後の事業
①事業の流れ
②運用協定・実施契約の締結
③権利設定料・樹木料
④樹木の採取に関する基準
⑤事業実行上の留意点
⑥植栽等

-２-



事業者選定の流れ

樹木採取権者の公募
森林管理局長による、対象となる樹木採取区の情報、権利存続期間、権
利設定料の額、基礎額算定林分（基礎額）、樹木料の算定方法、採取の
基準、評価において勘案する事項、公募期間等の公表。樹木採取権の設
定を受けることを希望する者の公募。「事業者向け説明会」の開催。

審査・評価・選定等

森林管理局長による、申請者の審査・評価・樹木採取権の設定を受ける
者の選定※。選定した者について、都道府県に協議。
※ 樹木採取権者の選定は、申請者が欠格事由に該当するか否かの判断を行っ
た後、申請が審査基準に適合しているかどうかを審査します。審査基準に適
合していると認められる者の中から、公募時に示した評価項目、評価基準及
び配点に従って評価し、その点数の合計により、樹木採取権の設定を受ける
者を選定します。
・欠格事由 ：公募要項別紙17「審査基準等通知」第１の１（３）
・審査基準 ：公募要項別紙17「審査基準等通知」第１の１（１）
・評価項目、評価基準 ：公募要項別紙18「評価一覧表及び評価基準表」

申請書の提出 事業者から、森林管理局長に対し申請書（木材の安定的な取引に関する
計画等を含む）を提出。

-３-

選定結果の通知
森林管理局長から選定結果の連絡、運用協定締結時期の調整、施業計画
案の作成依頼等
その後、正式な権利設定の通知。＊ 選定結果についてはHPで公表。

権利設定 森林管理局長による樹木採取権の権利設定。権利設定時に都道府県知事
に通知。



○ 樹木採取権制度では、川上事業者と川中・川下事業者との連携を強め、木材の安定的な取引関係を確立する体制の
構築を促進するため、木材の供給先となる川中・川下事業者と連携することを権利設定の要件とする。

○ 木材の安定取引は、申請書の内容が審査基準（公募要項別紙17）に適合するかの審査及び毎年度の報告内容の確認
によって担保する。また、「樹木採取権を行使する際の指針（公募要項別紙11）」において木材の需要拡大等の条件
（新規需要開拓等）を設定し、申請書の内容が同指針に適合していることを参加資格要件とする。

樹木採取権者
川中事業者 川下事業者

川中事業者 その他の事業者
（卸売事業者等） 川下事業者

＜木材の需要拡大を行う川中・川下事業者との連携＞

○ それぞれの事業者が別の事業者であることは必ず
しも必要ではなく、例えば樹木採取権者が川中事
業者及び川下事業者を兼ねる場合も認めることと
しています。
※ 具体的な基準は、公募要項別紙17 第１の１
（１）に定めています。

木材の安定的な取引関係の確立に関する事項（概要）

＜新規需要の例＞

新規需要開拓とは、例えば以下の①から③までのようなものであって既存の国産材需要に影響を与えにくいと考えら
れるものを指します。
（加えて、評価の際に、新規需要開拓の計画量が取引量の増加量に対する割合が高いほど、得点が高くなります。）
①従来木材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの
（例）ＣＬＴ建築物、非住宅分野、土木分野、エネルギー分野における需要開拓等

②従来国産材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの
（例）２×４建築部材、横架材、型枠合板、フローリング、家具等における需要開拓等

③その他の取組
（例）地元産材の活用により差別化を図る取組（顔の見える木材での家づくり等）、輸出、国産材製品の競争力強

化に資する取組、原木供給が不足している用途への供給等 -４-



○ 川中事業者、川下事業者については、「木材の安定供給の確保の促進に関する特別措置法」に定義されている「木
材利用事業者等」「木材製品利用事業者等」がそれぞれ該当します。（「等」はそれぞれ事業者団体を指しています。）

＜川中事業者（木材利用事業者等）とは＞ ＜川下事業者（木材製品利用事業者等）とは＞

樹木採取権者が生産した木材を製品
の原材料若しくはエネルギー源とし
て利用する事業者、又はその組織す
る団体。

例えば、原木を購入して製材品若しくは合板
等を製造する業を営む者、原木をエネルギー
源として再生可能エネルギー発電事業を営む
者又は熱供給業を営む者等のことである

樹木採取権者が生産した木材を原材料とする製品（以下
「木材製品」という。）を利用する事業を行う者又はそ
の組織する団体
例えば、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令（平成８年政令第
310号。以下「令」という。）第１条に基づき定められている、型枠用合板
や丸太杭等の木材製品を資材として利用する土木工事業を営む者、ラミナ等
の半製品を含む木材製品を原材料として集成材・直交集成板（CLT）等を製
造する者やこれらの製品をプレカット加工する木材製品製造業を営む者、木
材製品を利用して建築物を建築する建築工事業を営む者、木材製品を主たる
原材料として木質製品・家具・建具等を製造する木製品・家具・装備品製造
業を営む者、チップを原材料としてパルプ又は製紙業を営む者、チップをエ
ネルギー源として電気業又は熱供給業を営む者、木材製品を利用して建築物
のリフォームを行う建築リフォーム業を営む者等

木材の安定的な取引関係の確立に関する事項（事業者の定義）

-５-



○ 木材の安定的な取引関係の確立について、申請書に記載する事業量としては以下の全てを満たす必要があります。
ア 事業者間における木材の取引に係る安定取引協定の締結により、樹木採取区から供給される木材の年間取引量が安
定的であり、その供給先が確保されることが確実と見込まれること。

イ 樹木採取区から木材利用事業者等（川中事業者）を通じ木材製品利用事業者等（川下事業者）に供給される予定で
ある木材取引量が樹木採取区から供給される予定である木材取引量の全体の５割を超えていること。

ウ 申請者の樹木採取区からの素材生産量が、樹木採取区の森林資源の状況に照らして適切であること。
エ 申請者の素材生産量が、申請者の樹木採取区からの素材生産量以上に増加すること。
オ 川中事業者の国産材原木消費量が樹木採取区からの木材供給量（素材生産量）以上に増加すること。
カ 樹木採取区からの木材供給量に相当する量以上の木材が、安定取引協定を締結している川下事業者をはじめとした
取引事業者等の新規需要開拓に充てられること。

◇ これらの具体的な内容やその他の基準は公募要項別紙17第１の１（１）、別紙11の別記に定められています。

木材の安定的な取引関係の確立に関する事項（必要な要件）

＜安定取引協定＞

〇安定取引協定とは、事業者間における木材の取引に係る協定等で、申請者が樹木採取権の設定を受けることを条件に発効
することとされているものを含みます。必ずしも申請者・川中事業者・川下事業者の３者協定である必要はありません。

〇樹木採取区から供給される木材の年間取引量については、安定取引協定に基づき供給される予定である必要があります。
また、イ、オ、カの基準については、安定取引協定の締結が前提となっています。
なお、申請者の取引の全てにおいて、安定取引協定が締結されている必要はありませんが、評価の際に素材生産量に対す
る協定に基づく取引量の割合が高いほど、得点が高くなります。

◇公募要項別紙17 第１の１（１）ウ（カ）に協定の内容が満たすべき事項を定めているほか、林野庁の樹木採取権制度の
HPに安定取引協定書の例（様式）を掲載しています。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/ryuiki/jyumokusaisyuken.html -６-



本日の説明内容

１ 事業者の選定について
①事業者選定の流れ
②木材の安定的な取引関係の確立

２ 権利設定後の事業
①事業の流れ
②運用協定・実施契約の締結
③権利設定料・樹木料
④樹木の採取に関する基準
⑤事業実行上の留意点
⑥植栽等

-７-



契約の締結と計画の策定等

運用協定の締結 権利設定後、直ちに森林管理局長と運用協定※を締結。
※樹木採取権の存続期間及び存続期間満了後を通じた森林管理局長と樹木採取権者との間の権利
義務等を定める協定 公募要項別紙15

権利設定

実施契約の締結

森林管理局長と、実施契約※１（施業計画、実行計画（初年度）、木材取
引計画等を含む。施業計画、実行計画が採取の基準等に適合しているこ
とが必要※２）を締結。
※１樹木採取権の行使方法を定める契約 公募要項別紙14
※２森林管理局長の承認が必要。

実行計画案の提出・承認
〔初年度以外〕採取、造林等に係る実行計画案を森林管理局長へ提出
（事前に森林管理署長の確認が必要）。森林管理局長は、採取の基準に
適合していること等を確認の上、計画案を承認。

-８-

権利設定料の納付 納付期限までに権利設定料を納付。



事業の実施（伐区の設定～定期報告）

樹木料の提示・選択

採取（伐採）の実施

森林管理局長が、予め公表した算定方法に従い樹木料を算定して提示。
提示額等を踏まえ、採取する伐区を選択※して、森林管理局長へ通知。

※採取の基準に定められた総計最低採取面積に適合する必要。

森林管理局長が、樹木料確定通知と納入告知書を送付。樹木料の納付後、
国有林の伐採ルール（採取の基準、地域管理経営計画（管理経営の指針
を含む。））に適合した方法で採取。

採取跡地の植栽の実施
実行計画に基づき、森林管理署長と植栽の請負契約※を締結し、原則一
貫作業により植栽を実施。

※ 実施契約とは別契約であり、必ずしも実施契約の期間中ではない場合があります。

伐区の設定
実行計画に基づき、森林管理局長と調整しつつ、伐区を設定。設定した
伐区について森林管理局長が収穫調査を実施※。

※樹木料の提示を受けたものの、採取しないこととした伐区について、再度、採取を計画する場
合は、樹木採取権者が収穫調査を行うこととなる場合があります。

-９-

定期報告の提出
実行計画に対する当年度の実行結果※１、木材取引計画に対する取引状況
※２を森林管理局長へ報告（森林管理局長は採取の基準に適合しているか
を確認）。

※１事前に森林管理署長の確認が必要。 ※２川中、川下事業者等の確認が必要。

運用協定に基づく報告の提出
定期報告のほか、素材生産量及びうち樹木採取区からの素材生産量の実
績、木材利用事業者等の木材消費量の実績、木材の新規需要開拓の取組
等の実績等について、複数年度ごとに森林管理局長へ報告。

事業実施後



○ 実施契約の契約期間外を含む樹木採取権の存続期間及び存続期間満了後を通じた森林管理局長と樹木採取権者との
間の権利義務等を定める樹木採取権運用協定（運用協定、公募要項別紙15）を樹木採取権設定後、直ちに締結しなけ
ればならない。運用協定においては、実施契約締結の手続、採取した樹木の搬出期間、国有林野の使用の条件及び手
続、樹木採取権の存続期間満了後の取扱い等について定める。

○ 樹木採取権者は、事業を開始する前に森林管理局長と樹木採取権の行使方法を定める樹木採取権実施契約（実施契
約、公募要項別紙14）を締結しなければならない。実施契約においては、樹木を採取する箇所及び面積等に係る施業
計画、樹木料の算定及び納付に関する事項、木材の安定的な取引関係の確立に関する事項、樹木の採取跡地における
植栽の実施に関する事項等を定める。

○ 実施契約の締結においては、樹木採取権者の施業計画、木材の安定取引関係の確立に関する事項等の案を森林管理
局長が確認し、その内容に問題がなければ、国有林野施業実施計画案と整合するように調整する。

運用協定

＜運用協定と実施契約との関係イメージ（搬出期間が樹木料納付時点の実施契約の期間を越える場合のイメージ）＞

実施契約 実施契約

樹木料納付日
採取期間（契約末日）

契約期間末日ま
での未採取量を
確定

樹木料納付日
採取期間（契約末日）

採取期間
（前実施契約における樹木料納付日から３年以内（搬出期間）で指定）

採取してはな
らない期間

搬出期間
（樹木料納付日から３年以内で指定）

搬出期間
（樹木料納付日から３年
以内で指定）

権利設定
樹木採取権の存続期間満了

運用協定に基づき
次期実施契約に計上

運用協定で、実施契約を締結しない期間が生じないようにする旨を約定

運用協定・実施契約の締結

地域管理経営計画の始期又は終期（可能な場合はその双方）
と一致するよう、契約期間を定める。
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○ 採取の基準は、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から、樹木採取区ごと
に森林管理局長が定めるもの。施業計画等の内容及びこれらの計画に基づく樹木の採取は、採取の基準に適合する必
要があります。

○ 採取の基準の具体的な内容は、採取してはならない樹木、採取方法ごとの採取規整（皆伐における一塊の採取箇所
の面積５ha以下等）並びに上限採取面積及び最低採取面積等について定めるものです。詳細は、公募要項別紙12参照。

○ 計画にない箇所を採取しようとする場合は変更実施契約の締結が必要となります。

＜採取の基準の具体的な内容＞

具体的な内容

採取してはならない樹木

採取方法ごとの採取規整

採取できる林齢

伐採率、一塊の採取箇所の面積

採取箇所の形状

保護樹帯の設定等（右図を参照）

新植地が隣接する場合の取扱い

法令の遵守

その他の環境保全上配慮すべき事項

収穫調査との関係

上限採取面積及び最低採取面積

＜採取の基準における保護樹帯を設定する箇所のイメージ＞

生態系保全上重要な箇所

更新後５年の林分主伐予定の林分

５haの皆伐跡地

渓流

区域界

保護樹帯

小班界

伐区

樹木の採取に関する基準
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権利設定料、樹木料

〇 樹木採取権者は、事業を行うに当たり、森林管理局長から示された権利設定料、樹木料を国に納付する必要があり
ます。

権利設定に対する対価。権利設定後30日以内に納付（１回限り）。具体的な金額は、公募要項Ⅲの４参照。
（権利設定料は、当該樹木採取区の採取可能面積や各森林管理局の立木販売実績におけるha当たり平均収穫量等を因子として算定されるもので樹木採

取区により異なります。）

樹木に対する対価。採取開始の前に納付（年に１回～複数回）。具体的な金額は、伐区毎に示します。
なお、国から提示された樹木料の額、木材需要の状況等によっては、採取をしないことができます※。

基礎額
【公表】

事業者の
申請額

樹木料
評定額

樹木料

割増率

選定時の割増率により固定的に割増

公募時 樹木料納付時（採取時）

割増率＝申請額 ÷ 基礎額

樹木料 ＝樹木料評定額 × 割増率

伐区ごとに算出

樹木料の算定方法

申請時に樹木採取権の設定
を希望する者が基礎額算定
林分について提示する額

公募時に森林管理局長が
樹木採取区内で選定した
基礎額算定林分における
評定額

※実施契約期間中の最低採取面積が定められているため、それを満たす必要があります。また、採取を選択しなかった伐区について、再度採取することとし
た場合で、樹木料の提示から１年を超えて再度収穫調査が必要な場合等は、樹木採取権者が自らの費用負担により指定調査期間に委託して収穫調査を行う
必要があります。
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樹木料

権利設定料

◇権利設定料、樹木料の算定方法等については、「樹木採取権制度ガイドラインの概要」のP11、24、25、公募要項別紙８～10、別紙15の別紙５参照。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/ryuiki/attach/pdf/jyumokusaisyuken-14.pdf

具体的な金額は、
公募要項Ⅲの５
参照



〇採取期間の満了日は、樹木料の納付の日から３年以内で国が指定した日※１又は実施契約の期間満了日までのいずれ
か早い日※２。樹木採取権者は採取期間に伐区内の採取することとされている全ての樹木を採取しなければなりませ
ん※３。樹木採取権者は、樹木の採取を終えたときは遅滞なく採取済届を提出しなければなりません。

※１ 実施契約の期間満了日とした場合を除き、３年より短い期間を指定した場合は、その理由を明らかにします。
※２ 搬出期間が実施契約期間を超えて定められ、実施契約期間中に未採取に終わった樹木については、運用協定に基づき、次期の実
施契約の施業計画に計上されることにより、当初の搬出期間が採取期間となります。
よって、実施契約満了後、次期実施契約の締結までの間は樹木の採取はできません。また、権利設定期間の満了後は採取できませ
ん。

※３ 期間内に採取しなかった樹木は、再度樹木料を納付しなければ採取してはなりません。
実施契約期間内の採取期間の延長の申請は可能です（原則延期料の納付が必要）。

○搬出期間は、樹木料の納付の日から３年以内で国が指定した日※とし、樹木採取権者は採取した樹木について搬出期
間満了日までに全て搬出しなければなりません。樹木採取権者は、搬出を終えた場合、遅滞なく、搬出済届を提出
しなければなりません。搬出済届を提出した又は搬出期間が満了した伐区に係る樹木であって、なお搬出されてい
ない樹木の所有権は国に帰属します。

※ ３年より短い期間を指定した場合は、その理由を明らかにします。
搬出期間の延長の申請は可能ですが（原則延期料の納付が必要）、権利存続期間満了後３年を超えることができません。

○ 立木販売の場合、搬出期間内で伐採を行うこととしていますが、樹木採取権制度の場合、実際の採取ができる採取
期間と搬出期間があるため扱いが異なり、搬出期間内であっても採取期間が満了している場合は樹木の採取が行えず
採取済の樹木の搬出しかできません。

〇 必要な許認可等を樹木採取権者が行わなければならない場合があります。公募要項別紙６、別紙15の別紙２参照。
〇 植栽については、樹木料の納付とは別に造林事業請負契約を締結することとなります。

事業実行上の留意点
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＜採取期間と搬出期間＞ ◇P10の図もご確認ください。



○ 樹木採取区の採取跡地についても、立木販売等と同様、国と事業者との間で造林事業請負契約を締結することにより、
国が責任を持って確実に植栽を実施することとしています。

○ 伐採・造林の一貫作業システムにより実施することで経費を低減させることができるため、樹木採取権者が、国の委託
を受けて、樹木の採取と一体的な植栽の作業を行うこととしています。樹木採取権者は、公募時に提出する申請書類にお
いて、国からの植栽の申入れに応じることの意思表明を行い、実施契約にも植栽の作業を行う旨を盛り込んでいます。

○ 樹木採取権者は、国の示す条件に従って、造林事業請負契約を原則として伐区ごとに年度ごとに締結する。この契約は、
国が一貫作業システムによる機械地拵え等を前提として積算した価格に基づきます。
具体の条件等は、公募要項別紙15の別紙11、公募要項別紙16参照

○ 造林事業請負契約締結を締結できないことは、実施契約又は運用協定の違反に当たる可能性があります。

申入れに
応じる旨の表明

樹木の採取と植栽
を一体的に行う旨
を申し入れ 伐区ごと

に単年度
の造林事
業請負契
約を締結

国

樹木採取
権者

公募時 申請時 樹木採取権設定後

＜採取跡地における植栽手続フロー＞

実施契約締結

実施契約書の案
により提示

樹木の採取
跡地における

植栽に関す
る事項を含む

植栽については、春、秋等の植栽の適期に行うものとして、樹木を採取する年度に一部の契約を締結し、翌年度に残りの契約を締結することも可能。なお、樹
木を採取する年度に開始しない場合は、翌年度に請負契約を締結することも可能。（その場合も一貫作業システムを前提とした積算となる。）

国からの申入
れに応じる者
について
評価・選定

申請

樹木採取権設定

審査・評価・
選定時

植栽等
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実行
計画

契約締結の意
向確認、

面積等の確認
見積書の
提出

見積に必
要な書類
の提示

◇主伐及び再造林のどちらか一方を行わない民間事業者の場合は、もう一方を実施する他の民間事業者との連携協定等により一体的に実施でき
る体制があることが必要です（１年以内に体制を整える意思のある者を含む）。



参考資料

１ 権利義務の内容

２ 樹木採取権者の選定

-参考-



○ 樹木採取権は、国有林野の一定の区域（樹木採取区）に生育する樹木を、一定の期間、採取できる権利であり、鉱
業権や漁業権と同様、物権とみなす。樹木採取区において、国の所有に属する樹木を伐採し、及び取得（＝採取）す
ることにより、自己の所有に移すことを権利内容としています。

○ 樹木採取権の設定を受けた者（樹木採取権者）には、権利設定料の納付義務、事業の開始の義務、実施契約及び運
用協定締結の義務、樹木採取区の保護に関する義務等が課されます。

範囲内 範囲外

行為 • 樹木の採取
• 樹木を採取するために必要な範囲の樹木採取区内
の土地の使用

• 植栽
• 保育

対象となる樹木 • 樹木採取区において生育している樹木
（天然更新した樹木、災害等により樹木が消滅し
た跡地に植栽した樹木も含むが、契約により原
則として採取してはならないこととする）

• 樹木採取権に基づき樹木が採取された跡地に
植栽された樹木

＜１ 権利の範囲＞

義務の内容

権利設定料の納付義務

事業の開始の義務

実施契約及び運用協定の締結義務

保護義務

＜２ 樹木採取権者に課される義務＞

権利の変更 可否

区域の
変更

増加 改めて権利設定が必要であり、権利内容の変更と
いう手法は取り得ない

減少 権利の一部取消し等により生ずる。この場合には、
樹木採取区の変更の公示を行う

存続期間の増減 改めて権利設定が必要であり、権利内容の変更と
いう手法は取り得ない

＜３ 権利の変更について＞

権利義務の内容

-参考１-



樹木採取権者の選定

① この法律又は森林法に規定
する罪を犯し、刑に処せられ、
その執行を終わり、又はその執
行を受けることがなくなった日
から２年を経過しない者

② 分収造林契約を解除され、
その解除の日から２年を経過し
ない者

③ 第８条の22第１項（第１号
に係る部分に限る。）の規定に
より樹木採取権を取り消され、
その取消しの日から２年を経過
しない者

④ 十分な社会的信用を有して
いない者

⑤ 法人であって、その業務を
行う役員のうちに①から④のい
ずれかに該当する者があるもの

① 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経
営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有する
と認められること
◇樹木採取区の所在する都道府県において森林経
営管理法第36条第２項に基づき公表された民間
事業者であること、又は同等の能力を有してい
る民間事業者であること（後者は樹木採取区の
所在する都道府県の基準に準じて森林管理局長
が審査）に該当するとともに、素材生産に関し
て実施体制の確保の基準を満たすこと

② 申請額が森林管理局長が樹木採取区ごとに定め
る樹木料の算定の基礎となるべき額（基礎額）以
上であること

③ 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と
の連携により木材の安定的な取引関係を確立する
ことが確実と認められること

④ 国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の
確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと
◇参加資格要件（公募要項別紙13）を満たすこと
を含む。

欠格事由 審査基準 評価項目

＜価格点＞100点
・申請額

＜加算点＞100点
・国有林野の適切かつ効率的な
管理経営の実施の確保

・事業の実施体制
・地域における産業の振興に対
する寄与の程度

・林業経営の改善に関する事項
・雇用管理の改善

＜減点＞-30点
・国有林野の適切かつ効率的な
管理経営の実施の確保

◇詳細は、公募要項別紙
18参照

◇詳細は、公募要項別紙
17 第１の１（３）参照。

◇詳細は、公募要項別紙17第１の１（１）
参照。

◇例えば川中事業者であっても、欠格事由に該当せず、審査基準に適合していれば、権利設定の対象となります。 -参考２-
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Ⅰ．はじめに 

  根釧西部森林管理署管内の国有林において、国有林野の管理経営に関する法律（昭和 26 年

法律第 246 号。以下「法」という。）第８条の６の規定に基づき、令和３年 10 月 14 日に北

海道森林管理局３根釧西部樹木採取区の指定を行いました。 

  法第８条の７の規定に基づき、本公募要項を公表し、北海道森林管理局３根釧西部樹木採

取区における樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募します。 
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Ⅱ．基本的事項 

１．公募を行う者 

  北海道森林管理局長 

 

２．公募担当部局及び連絡先 

  本公募に係る各種申請、問合せ等は下記に対して行ってください。 

  北海道森林管理局森林整備部資源活用第一課 企画官（長期安定供給） 

（以下「公募担当部局」という。） 

   住所：北海道札幌市中央区宮の森３条７丁目 70 番 

   電話番号：０１１－６２２－５２４７ 

   ＦＡＸ番号：０１１－６１４－２６５４ 

   電子メールアドレス：h_jumoku@maff.go.jp 

 

３．公募を開始する日及び公募の期間 

  別紙１「樹木採取権設定申請書作成要領」に定める申請書及び書類（申請に必要な添付書

類を含む。以下「申請書等」という。）は、以下の公募を開始する日から公募の期限までに、

公募担当部局に到達するように提出してください。 

  公募を開始する日：令和３年 10 月 29 日（金） 

  公募の期限：令和４年１月 21 日（金）17 時まで（必着） 
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Ⅲ．事業の内容に関する事項 

１．樹木採取区の名称、所在地、面積及び図面 

別紙２「樹木採取区に係る公示」のとおりです。 

 

２．樹木採取権の存続期間 

樹木採取権の設定の日から 10 年 

備考：具体的な樹木採取権の設定の日は、北海道森林管理局長が発出する樹木採取権の

設定の通知により確定します。 

    

３．樹木採取区における森林資源の状況その他の現況 

⑴ 樹木採取区における森林の林齢その他の森林資源の状況 

別紙３「森林資源等状況一覧表」及び別紙４「公募時現況図面」のとおりです。 

⑵ 林道等の状況 

別紙５「林道等の状況一覧表」のとおりです。路線の配置については別紙４「公募時現

況図面」のとおりです。 

備考：国有林野施業実施計画に記載されている林道等の新設・改良の計画は、予算措置

の状況等により、計画のとおりに進捗しないことがあります。 

⑶ 樹木の伐採制限がある旨及びその内容その他法令等に基づく手続 

   別紙６「法令等制限一覧表」のとおりです。区域指定に係る区域の範囲については別紙

４「公募時現況図面」のとおりです。 

⑷ その他特記事項 

近接地、区域内等における特記事項は、別紙７「特記事項一覧表」のとおりです。それ

ぞれの位置・範囲については別紙４「公募時現況図面」のとおりです。 

 

４．権利設定料の額及び算定方法等 

権利設定料の額：2,867,590 円（うち消費税及び地方消費税 260,690 円） 

採取可能面積：733.77 ha 

       備考：採取可能面積は、権利設定料の算定や７の樹木の採取の基準にお

ける規整に用いるための見込みの面積であり、保護樹帯の形状等

により、実際に樹木を採取できる面積の合計とは異なるもので

す。 

権利設定料の算定方法、採取可能面積の算定方法、権利設定料の再算定の方法及び権利設

定料の返還額の算定方法：別紙８「権利設定料の算定方法等」のとおりです。 

権利設定料の納付期限：樹木採取権の設定の日から 30 日以内（具体的な期限は、樹木採

取権の設定の通知及び納入告知書の定めるところによる。）。なお、

納付期限までに権利設定料を納付しなかったときは、法第８条の

22 第１項第１号ハに基づき樹木採取権を取り消すことがありま

す。 

  権利設定料の納付方法：樹木採取権の設定の通知及び納入告知書の定めるところにより一

括納付 
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延滞金等：納付期限までに権利設定料を納付しない場合の延滞金の利率等は、樹木採取

権の設定の通知及び納入告知書の定めるところによります。 

  備考：具体的な樹木採取権の設定の日は、北海道森林管理局長が発出する樹木採取権の設

定の通知により確定します。 

 

５．基礎額、樹木料の算定方法等 

 樹木料の算定の基礎となるべき額（以下「基礎額」という。）は以下のとおりです。基礎額

を算定した林分（以下「基礎額算定林分」という。）の選定方法等は別紙９「基礎額算定林分

の選定方法等」のとおりです。基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等につい

ては別紙 10「基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等」のとおりです。樹木料

の算定方法等は、11 の樹木採取権運用協定書の案の別紙５のとおりです。 

 基礎額：12,303 千円（3,005 円/ｍ３） 

  基礎額算定林分ごとの額 

   32 へ林小班：    9 千円（  952 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

   50 る林小班：4,937 千円（4,552 円/ｍ３）（採取方法：複層伐） 

      54 か林小班：   48 千円（  461 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

    56 よ林小班：1,792 千円（4,554 円/ｍ３）（採取方法：複層伐） 

   56 そ林小班：1,825 千円（4,554 円/ｍ３）（採取方法：複層伐） 

   57 そ林小班：2,025 千円（4,553 円/ｍ３）（採取方法：複層伐） 

   80 く林小班： 536 千円（1,422 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

   80 や林小班： 150 千円（  967 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

   82 ぬ林小班： 454 千円（  774 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

   91 に林小班： 527 千円（1,661 円/ｍ３）（採取方法：間伐） 

  採取方法ごとの額 

   複層伐：10,579 千円（4,553 円/ｍ３） 

   間 伐： 1,724 千円（1,113 円/ｍ３） 

 

６．樹木採取権を行使する際の指針 

別紙 11「北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区における国有林野の管理経営に関する

法律第８条の７第５号の樹木採取権を行使する際の指針」のとおりです。 

 

７．樹木の採取に関する基準 

別紙 12「北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区の国有林野の管理経営に関する法律第

８条の 14 第２項第１号の樹木の採取に関する基準」のとおりです。 

 

８．樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画 

  法第８条の 14 第２項第２号の地域管理経営計画は、以下のとおり。 

  根釧根室森林計画区地域管理経営計画 

 

９．参加資格要件 

国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る北海道森林管理局



5 

 

長の処分に関する審査基準等第１の１（１）エ（イ）の森林管理局長が公募において設定し

た要件（以下「参加資格要件」という。）は、別紙 13「参加資格要件」のとおりです。 

 

10．樹木採取権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合におけ

る措置に関する事項並びに樹木採取権実施契約の終了の日 

樹木採取権実施契約（以下「実施契約」という。）に定めようとする事項及びその解釈につ

いて疑義が生じた場合における措置に関する事項については、別紙 14「樹木採取権実施契約

書（案）」のとおりです。樹木採取権の設定後、当該契約書（案）により実施契約を締結する

ものとします。 

実施契約の終了の日は、８の地域管理経営計画の計画期間終了日又は樹木採取権の存続期

間の末日であり、具体的には以下の表のとおりです。 

区分 実施契約の終了の日 

第１期 令和９年３月 31 日 

第２期 樹木採取権の存続期間の末日 

 

11．樹木採取権運用協定書の案  

別紙 15「樹木採取権運用協定書（案）」のとおりです。樹木採取権の設定後直ちに（原則

として樹木採取権の設定の日に）、当該協定書（案）により樹木採取権運用協定（以下「運

用協定」という。）を締結するものとします。 

 

12．事業を開始しなければならない期間 

樹木採取権の設定の際には樹木採取権の設定の日から１年間、樹木採取権の移転がなされ

た際には移転の許可の日から１年間、実施契約の契約期間が満了した際には実施契約の契約

期間の満了の日から１年間（ただし、樹木採取権の一般承継がなされた場合において、法第

８条の 18 第２項の基準に適合しないと認められたときを除く。）とします。当該期間は樹木

採取権の設定又は移転時に、北海道森林管理局長が指定して通知します。 

備考：実施契約の契約期間の満了の日（実施契約の終了の日）については、10 の表を参照し

てください。 

 

13．造林事業請負契約に関する事項 

樹木採取権者が、運用協定及び実施契約に基づき締結する造林事業請負契約の契約書の案、

仕様書の案及び標準的な作業条件等の案については、別紙 16「造林事業請負契約に関する事

項」のとおりです。 

 

14．その他 

⑴ 国において収穫調査を実施済みである伐区について 

別紙３「森林資源等状況一覧表」、別紙４「公募時現況図面」及び別紙 10「基礎額算定

林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等」に示す基礎額算定林分並びに別紙３「森林遡

源等状況一覧表」に示す公募時点で収穫調査済みの伐区については、国において収穫調査

を実施しています。このため、樹木採取権の設定後、当該箇所において樹木を採取する場

合には、収穫調査を行う時間を要しません。 
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備考：公募時点で収穫調査済みの伐区に係る収穫調査結果の有効期間は令和６年８月 17

日までです。 

⑵ 樹木採取区管理簿及び樹木採取区管理簿原簿について 

国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等について（令和２年８

月３日付け２林国経第 38 号林野庁長官通知）第５の４に基づき、北海道森林管理局３根

釧西部樹木採取区において樹木採取権を設定したときには、樹木採取区管理簿（以下「管

理簿」という。）及び樹木採取区管理簿原簿（管理簿の記載事項に加え、樹木採取権者の

氏名又は名称、樹木採取区の変更履歴等の樹木採取区の現況を整理したもの。以下「管理

簿原簿」という。）を作成し、管理簿を北海道森林管理局ホームページで公表するととも

に、北海道森林管理局及び根釧西部森林管理署の庁舎において縦覧に供します。また、管

理簿原簿の記載事項のうち、法令等により公表が禁じられた事項以外の情報について、申

請があれば交付することとしています。 

⑶ 労働安全衛生について 

 森林管理署等は、関係法令の遵守等の労働安全衛生の確保に関し、関係労働基準監督署

との間に連絡協議の場を設けており、森林管理局、森林管理署等から樹木採取権者に対し

て、労働安全衛生の確保に関する情報提供、指導等を行うことがあります。 

 ⑷ 融雪期等の運材について 

   林道保護のため、融雪期等は運材を停止していただくことがあります。具体的な期間は、

樹木料提示書等の定めるところによります。 

  備考：令和３年は３月上旬から５月下旬までの間、立木販売事業等における運材を停止し

ていました。 
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Ⅳ．申請に関する事項 

１．申請書等の提出方法 

申請書等を別紙１「樹木採取権設定申請書作成要領」の定めるところにより作成し、公募

期限までに持参又は到着するよう郵送することにより提出してください。また、持参による

提出の受付時間は、行政機関の休日を除く開庁日の９時から 17 時まで（12 時から 13 時まで

を除く。）とします。    

 

２．留意事項 

別紙 15「樹木採取権運用協定書（案）」第２条のとおり、公募書類等及び申請書類等は運

用協定の一部を構成することとなりますので、公募要項等に記載された内容を十分に理解し

た上で申請するよう御留意ください。なお、書類不備の更正等が期限までに間に合わなかっ

た場合は、当該申請は形式不備により却下されることとなるため、申請書は十分な時間的余

裕を持って提出してください。 

 

３．申請の取下げ 

申請を取り下げる場合には、申請取下書（様式Ａ）を持参、郵送、電子メール又はＦＡ

Ｘにより公募担当部局に提出してください。電子メール又はＦＡＸにより提出する場合

は、提出後に必ず電話等により公募担当部局に受信状況を確認してください。また、持参

による提出及び電子メール又はＦＡＸの送信後の電話等による確認の受付時間は、行政機

関の休日を除く開庁日の９時から 17 時まで（12 時から 13 時までを除く。）とします。 

申請取下書の提出を取り消すことはできず、再度申請する場合には、公募の期間中に改

めて申請書等を提出していただくことになります。 
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Ⅴ．その他の事項 

１．公募要項等に関する説明会及び現地説明会の開催 

公募要項、樹木採取権制度の制度内容等（以下「公募要項等」という。）に関する説明会及

び北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区の現地の状況等に関する現地説明会を、以下のと

おり開催します。 

⑴ 共通事項 

   対 象 者：北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区に係る樹木採取権の設定を受けるこ

とを検討する個人又は法人（対象者でないことが明らかな場合には、参加を

認めないことがあります。） 

   申込方法：受付期限までに説明会参加申込書（様式Ｂ）を持参、郵送、電子メール又は

ＦＡＸにより公募担当部局に提出してください。電子メール又はＦＡＸによ

り提出する場合は、送信後に必ず電話等により公募担当部局に受信状況を確

認してください。また、持参による提出及び電子メール又はＦＡＸの送信後

の電話等による確認の受付時間は、行政機関の休日を除く開庁日の９時から

17 時まで（12 時から 13 時までを除く。）とします。説明会会場での当日申込

みは受け付けません。 

   受付期限：令和３年 11 月４日（木）17 時まで（必着） 

   留意事項：参加者は、必要に応じて本公募要項等を持参してください。撮影及び録音の

可否については、各説明会の際の職員の指示に従ってください。当日の集合

場所その他の留意事項等については、申込みいただいた方に別途お示ししま

す。 

⑵ 公募要項等に関する説明会 

   開催日時：令和３年 11 月９日（火）14 時 00 分～ 

   開催場所：根釧西部森林管理署 会議室 

⑶ 現地説明会 

   開催日時：令和３年 11 月 10 日（水）９時 30 分～ 

   開催場所：厚岸国有林 57 そ林小班ほか 

樹木採取区の全域を案内するものではありません。 

 

２．公募要項等に関する質問の受付及び回答とその公表 

⑴ 質問の受付 

   受付期間：令和３年 11 月 26 日（金）17 時まで 

   提出方法：質問書（様式Ｃ）に内容を簡潔にまとめた質問を記入し、持参、郵送、電

子メール又はＦＡＸにより公募担当部局に提出してください（電話や口頭

のみによる質問は受け付けません。）。電子メール又はＦＡＸにより提出す

る場合は、送信後に必ず電話等により公募担当部局に受信状況を確認して

ください。また、持参による提出及び電子メール又はＦＡＸの送信後の電

話等による確認の受付時間は、行政機関の休日を除く開庁日の９時から 17

時まで（12 時から 13 時までを除く。）とします。質問内容は回答と併せて

公表しますので、公表された場合に自身の権利、競争上の地位その他正当
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な利益を害するおそれのある内容が含まれる質問をするときは、その旨を

明記してください。 

         質問書には、提出者の氏名又は名称並びに担当者の所属部署名、氏名、

電話番号及び電子メールアドレスを必ず記載してください。電子メールで

提出する場合は、Microsoft Word 形式による質問書を添付してください。  

⑵ 回答の公表 

   質問者が提出時に明らかにした質問者自身の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれのあるものを除き、公募要項等に関する質問及びその回答を、回答公表予定日

までに、北海道森林管理局のホームページへの掲載等により公表します（回答公表予定日

までに回答が可能なものは順次公表します。なお、質問者への直接の回答は行いません。）。 

  回答公表予定日：令和３年 12 月 10 日（金） 

 

３．公募に関する資料等について 

⑴ 資料の貸与 

   以下の資料については、⑵の定めるところにより貸与します。 

資料名 資料の形式 

・北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区に係るＧＩＳ

データ 

（備考）国土数値情報ダウンロードサービス 

（ https://nlftp.go.jp./ksj/gml/datalist/Ksjtmplt-

A45.html）にデータの一部が掲載されています。 

電子データ（shp ファイル他） 

・北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区に係る航空

（衛星）写真データ 

電子データ（PDF 画像等） 

・近接した貸付地等の所在、面積及び用途 印刷物 

・北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区及びその周辺

で国有林野事業において実施を見込む工事一覧 

印刷物 

・北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区周辺における

立木販売実績一覧 

印刷物 

・北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区における森林

作業道台帳 

印刷物 

・造林請負事業に係る資料 印刷物 

・近接する分収造林地及び分収育林地の伐採の予定時期

並びに当該地の主な樹種 

印刷物 

⑵ 貸与資料の貸与手続 

   ⑴の資料（以下「貸与資料」という。）の貸与を希望する場合は、資料貸与申請書（様式

Ｄ）及び貸与資料の取扱いに関する誓約書（様式Ｅ）を受付期限までに公募担当部局に持

参、郵送、電子メール又はＦＡＸにより提出してください。電子メール又はＦＡＸにより

提出する場合は、提出後に必ず電話等により公募担当部局に受信状況を確認してください。

持参による提出及び電子メール又はＦＡＸの送信後の電話等による確認の受付時間は、行

政機関の休日を除く開庁日の９時から 17 時まで（12 時から 13 時までを除く。）とします。 

  受付期限：令和４年 1 月 12 日（水）17 時 00 分まで（必着） 
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 ⑶ 貸与資料の使用、保管及び廃棄 

貸与資料は、本公募に係る検討以外の目的で使用してはならず、善良なる管理者の注意

をもって取り扱わなければなりません。また、当該検討に関与する者以外に貸与資料に係

る情報を漏洩してはなりません。 

また、申請書等の提出に至らなかったとき、申請書等を提出した後に当該申請を取り下

げたとき又は樹木採取権を設定する若しくは設定しない旨の通知を受けたときは、速やか

に貸与資料を公募担当部局へ返却又は破棄しなければならず、貸与資料を破棄したときは、

破棄義務の遵守に関する報告書（様式Ｆ）を公募担当部局に持参、郵送、電子メール又は

ＦＡＸにより提出してください。電子メール又はＦＡＸにより提出する場合は、提出後に

必ず電話等により公募担当部局に受信状況を確認してください。持参による提出及び電子

メール又はＦＡＸの送信後の電話等による確認の受付時間は、行政機関の休日を除く開庁

日の９時から 17 時まで（12 時から 13 時までを除く。）とします。 

⑷ 資料の追加 

   本公募の内容等を補足するための資料（以下「補足資料」という。）の公表又は貸与は、

令和４年１月 12 日（水）までに行います。 

  補足資料の公表は、原則として北海道森林管理局のホームページ 

（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/hanbai1/jyumokusaisyukenseido.html）にて

行います。また、補足資料を貸与する場合は、貸与する資料の標目を北海道森林管理局の

ホームページ 

（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/hanbai1/jyumokusaisyukenseido.html）に掲

載します。その他の貸与手続等は、⑵及び⑶のとおりです。 

⑸ 本公募に関する情報提供 

  本公募に関する情報提供は、以下のホームページを通じて適宜行います。 

  北海道森林管理局ホームページ（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/） 

  また、樹木採取権制度ガイドラインなど、樹木採取権制度一般に関する情報は、以下の

ホームページに掲載しています。 

 林野庁ホームページ

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/ryuiki/jyumokusaisyuk

en.html) 

４．樹木採取権の設定に至るプロセス 

  樹木採取権の設定に至るプロセスは、法、国有林野の管理経営に関する法律施行規則

（昭和 26 年農林省令第 40 号）、別紙 17「国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採

取権の設定等に係る北海道森林管理局長の処分に関する審査基準等」及び樹木採取権制度

ガイドラインに定められているとおりですが、その概略は以下のとおりです。 

 備考：別紙 17「国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る北海

道森林管理局長の処分に関する審査基準等」第１の１（１）ア（イ）の樹木採取区の

所在する都道府県が森林経営管理法運用通知第 13 の３に基づき定めた公募要領等は以

下のホームページに掲載されています。 

   北海道ホームページ

(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/iyokutonouryoku/hokkaidoiyokutonouryo

ku-top.html) 
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⑴ 申請書等の確認 

   申請書等の形式不備の確認、追加書類の提出の要求等を行います。書類不備の更正等が

期限までに間に合わなかった場合は、当該申請は形式不備により却下されることとなる

ため、申請をしようとする者は、十分な時間的余裕を持って申請書等を作成し、提出する

必要があります。形式不備により申請を却下したときは、その旨を申請者に対して通知し

ます。 

⑵ 審査等 

   法第８条の 11 の欠格事由該当性の判断を行い、欠格事由に該当しない申請者につい

て、法第８条の 10 第１項に定める基準に適合しているかどうかの審査を行います。 

⑶ 評価 

   法第８条の 11 の欠格事由に該当せず、法第８条の 10 第１項の審査の基準に適合して

いる申請者について、別紙 18「評価一覧表及び評価基準表」に示す評価項目並びに評価

基準及び配点に従って評価し、評価点の最も高い者を樹木採取権の設定を受ける者（以下

「樹木採取権設定候補者」という。）として選定します。評価点の最も高い者が２者以上

ある場合の樹木採取権設定候補者の選定方法については、別紙 17「国有林野の管理経営

に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る北海道森林管理局長の処分に関する審

査基準等」の定めるところによります。 

  備考：⑵及び⑶の事務は、公平・公正を期するため、森林管理局の関係部課長等を構成員

とし、森林管理局内に設置された樹木採取権設定候補者選定委員会が行います。森

林管理局長は、選定委員会による審査等及び評価の結果を適正と認めるときは、そ

の結果を森林管理局長が行う審査等及び評価の結果とし、樹木採取権設定候補者を

選定します。 

⑷ 関係都道府県知事に対する協議 

   樹木採取権設定候補者に樹木採取権を設定する前に、法第８条の 12 第２項に基づき、

当該樹木採取区の所在する都道府県の知事に対して協議します。 

⑸ 選定結果の連絡 

   ⑷の協議結果を踏まえ、樹木採取権設定候補者に樹木採取権を設定することについて判

断し、設定することとした場合には、樹木採取権設定候補者に対し、樹木採取権設定候補

者に選定されたこと及び一定期間後（おおむね１か月以内）に樹木採取権を設定する予定

であること等を内容とする選定結果の連絡を行います。この連絡は、権利設定料の支払い

に必要な資金の調達等を考慮して行われるものです。 

⑹ 樹木採取権の設定の通知等 

   ⑸の連絡の後に、樹木採取権設定候補者に対して樹木採取権の設定の通知を、それ以外

の者（⑴の申請の却下の通知を受けた者を除く。）に対して樹木採取権の設定をしないこ

との決定をしたことの通知を行います。 

⑺ 樹木採取権の設定までに要する期間の見込み 

公募の期限から⑹の通知までに要する期間は、２～３か月程度の見込みですが、⑷の協

議の状況等により変動する可能性があります。 
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５．樹木採取権者の選定結果及び樹木採取権者の公表 

  樹木採取権者の選定結果は、北海道森林管理局のホームページ 

（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/hanbai1/jyumokusaisyukenseido.html）への掲

載により公表します。公表においては、樹木採取権者にあってはその氏名又は名称、４⑵の

審査等の結果及び４⑶の評価（４⑶の評価の結果における評価項目ごとの点数及びその合計

をいう。以下５において同じ。）を、それ以外の者にあっては匿名で、４⑵の審査等の結果及

び４⑶の評価を明らかにします。なお、ホームページでの掲載は、公表した日から少なくと

も１年が経過する日まで行います。 

 

６．樹木採取権の設定後の当面の手続 

⑴ 運用協定及び実施契約の締結 

   樹木採取権の設定後直ちに（原則として樹木採取権の設定の日に）、別紙 15「樹木採

取権運用協定書（案）」により、北海道森林管理局長と樹木採取権者の間で運用協定を

締結します。実施契約の締結手続については、運用協定の定めるところによりますが、

第１期の実施契約の締結を円滑に行うため、４⑸の連絡の際に施業計画案の作成等につ

いて樹木採取権設定候補者に依頼します。なお、運用協定又は実施契約の締結に際して

の契約保証金の納付は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第

３号の規定により免除します。 

⑵ 権利設定料の納付 

   樹木採取権者は、Ⅲ－４の定めるところにより、権利設定料を納付しなければなりませ

ん。 

 

７．本公募の中止等 

  本公募の開始後に発生した自然災害等により当初想定していた規模の樹木採取権に係る

事業が行えない、当面の間樹木採取権に係る事業を行えない等、北海道森林管理局３根釧西

部樹木採取区において樹木採取権を設定することが適当でないと判断した場合、北海道森林

管理局３根釧西部樹木採取区の指定を解除し、本公募を中止することがあります。 

  また、本公募の開始後に、本公募要項等を修正又は変更することがあります。 

  本公募を中止し、又は本公募要項等を修正若しくは変更したときは、その旨（公募要項等

を修正又は変更したときは、変更箇所を含む。）を、北海道森林管理局のホームページ

（https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/）への掲載その他の方法により公表します。
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Ⅵ．別紙及び様式一覧 

 

別紙１ 樹木採取権設定申請書作成要領 

別紙２ 樹木採取区に係る公示 

別紙３ 森林資源等状況一覧表 

別紙４ 公募時現況図面 

別紙５ 林道等の状況一覧表 

別紙６ 法令等制限一覧表 

別紙７ 特記事項一覧表 

別紙８ 権利設定料の算定方法等 

別紙９ 基礎額算定林分の選定方法等 

別紙 10 基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等 

別紙 11 北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区における国有林野の管理経営に関する法

律第８条の７第５号の樹木採取権を行使する際の指針 

別紙 12 北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区の国有林野の管理経営に関する法律第８

条の 14 第２項第１号の樹木の採取に関する基準 

別紙 13 参加資格要件 

別紙 14 樹木採取権実施契約書（案） 

別紙 15 樹木採取権運用協定書（案） 

別紙 16 造林事業請負契約に関する事項 

別紙 17 国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る北海道森林

管理局長の処分に関する審査基準等 

別紙 18 評価一覧表及び評価基準表 

様式Ａ 申請取下書 

様式Ｂ 説明会参加申込書 

様式Ｃ 質問書 

様式Ｄ 資料貸与申請書 

様式Ｅ 貸与資料の取扱いに関する誓約書 

様式Ｆ 破棄義務の遵守に関する報告書 

 



樹木採取権設定申請書チェックリスト 

 

（備考）本チェックリストの各項目をチェックしてから、本チェックリストも申請書類と

あわせて提出してください。 

 

【樹木採取権設定申請書関係】 申請者 局職員 

申請書の大きさが日本産業規格Ａ４である。 □ □ 

実際に申請書を提出する年月日が記載されている。 □ □ 

申請者名等が記載されている。 

 ◎法人の場合 

 

 所在地、名称及び代表者の氏名が記載されている。 □ □ 

問い合わせ先に担当者名、部署、電話番号が記載されている。 □ □ 

定款が添付されている。（※宗教法人の場合は不要） □ □ 

本申請が法人の議決機関の議決（宗教法人の場合は規則及び責任役

員の議決）を要する事項に係るものであれば、その議決書の謄本が

添付されている。 

□ □ 

 ◎個人の場合 

  住所及び氏名が記載されている。 □ □ 

  問い合わせ先に電話番号が記載されている。 □ □ 

 

【申請様式１関係】 申請者 局職員 

１、２及び３の記入欄に公募時に北海道森林管理局長が示した行使の指針

等に沿った内容が記載されている（※公募要項別紙 11 の行使の指針に記

載されている事項を漏れなく記載する）。 

□ □ 

 

【申請様式２関係】 申請者 局職員 

１について 

 

いずれかの項目にチェックがつけられている。 □ □ 

◎上段１つ目の選択肢をチェックした場合 

 登録番号、登録年月日を記載している。 □ □ 

◎下段１つ目の項目の選択肢をチェックした場合   

 公表の事実を示す書類が添付されている。 □ □ 

２について 

 

現状と目標のそれぞれの年度と生産性（間伐・主伐）及び素材生産量

の数値が記載されており、目標達成に向けて今後事業体として取り組

む具体的内容が記述されている。 

□ □ 

３について（１の下段１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 ◎いずれかの取組にチェックがつけられている場合 

資料２－２



  その具体的内容が記述されている。 □ □ 

 ◎全ての取組にチェックがつけられていない場合 

  １年以内にそれらの取組を行う旨の誓約書が添付されている。 □ □ 

４について（１の下段１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 ◎いずれかの取組にチェックがつけられている場合 

  その具体的内容が記述されている。 □ □ 

 ◎全ての取組にチェックがつけられていない場合 

 １年以内にそれらの取組を行う旨の誓約書が添付されている。 □ □ 

５について（１の下段１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 １つ目の項目にチェックがつけられている。 □ □ 

  一体的に実施する体制を他の民間事業者と連携している場合は、当

該協定書の写しが添付されている。また、申請者が、北海道におい

て、森林経営管理法（平成30年法律第35号）第36条第２項に基づき

公表された民間事業者以外で他の民間事業体と連携している場合

は、連携先の経営管理の状況がわかる資料を添付している。 

□ □ 

 ２つ目の項目にチェックがつけられている。 □ □ 

 ◎１つ目及び２つ目の両方又はいずれかにチェックがつけられていない場合 

 ３つ目の項目にチェックがつけられている。 □ □ 

６について 

 ◎【上欄】選択肢のいずれか又は全てにチェックがつけられている場合 

  
実績とする事業に係る契約書等の写しが添付されており、記載内容

が申請様式７－１と整合している。 
□ □ 

 ◎【上欄】全ての選択肢にチェックがつけられていない場合 

 １年以内にいずれかの項目に書かれた要件を満たす旨の誓約書が添

付されている。 
□ □ 

 ◎【中欄】２つ目の項目にチェックがつけられている場合 

  参加予定研修等を記述している。 □ □ 

 【下欄】 過去３年間の受注実績の有無のいずれかにチェックが付けら

れている。 
□ □ 

 ◎有にチェックがつけられている場合 

 実績の種類のいずれかの選択肢にチェックがつけられているととも

に事業名と発注機関が記載され、実績とする事業に係る契約書等の

写しが添付されている。 

□ □ 

７について 

 人数が記載されており、実績とする事業の契約書等の写し、現場代理人

届等の写しが申請した技術者ごとに添付されている。 
□ □ 

８について 



 人数が記載されており、その人数が申請様式２-２と整合している。 □ □ 

９について 

 いずれかの項目にチェックがつけられており、遵守すべき行動規範が添

付されている 
□ □ 

 ◎全ての取組にチェックがつけられていない場合 

  １年以内にいずれかを実施する旨の誓約書が添付されている。 □ □ 

10 について 

 ◎いずれか又は全ての取組にチェックがつけられている場合 

 その具体的内容が記述されている。 □ □ 

11 について（労働災害の発生頻度（上欄）は記載必須。それ以外の項目については、１の１つ

目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 【上欄】労働災害の発生頻度について、過去３年間の年度と人数（０

を含む）が記載されている。 
□ □ 

 【中欄】※１の選択肢にチェックがつけられている。 □ □ 

  リスクアセスメントの報告書等の写しが添付されている。 □ □ 

 ◎※２のいずれの選択肢にもチェックがつけられていない場合 

  【下欄】に具体的取組内容が記述されている。 □ □ 

 ◎必須項目の全て、又はいずれかを実施していない場合 

  １年以内にそれらの取組を行う旨の誓約書が添付されている。 □ □ 

12 について（１の１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 ※１の選択肢両方にチェックがつけられている。 

【参考】社会保険の加入状況については、申請様式７－１の２でも確認

することになっており、そちらでは確認書類の提出も求めている。 

□ □ 

 ※２のいずれかの選択肢にチェックがつけられている。 □ □ 

 ◎※２のいずれの選択肢にもチェックがつけられていない場合 

 具体的取組内容が記述されている。 □ □ 

 
必須項目の全て、又はいずれかを実施していない場合、１年以内にそれ

らの取組を行う旨の誓約書が添付されている。 
□ □ 

13 について 

 いずれかの取組にチェックがつけられている。 □ □ 

14 について（１の１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 チェックがつけられている。 □ □ 

15 について（１の１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 

 ◎1 人以上の人数が記載されている場合 

 その人数が申請様式２－１と整合している。 □ □ 

◎1 人以上の人数が記載されていない場合 

 いずれかの選択肢にチェックがつけられている。 □ □ 



 

【申請様式２－１関係】 

（申請様式２の１の１つ目の選択肢をチェックした場合は不要） 
申請者 局職員 

◎設置している常勤役員について記載されている場合 

 その人数が申請様式２の 15 と整合している。 □ □ 

◎設置している常勤役員について記載されていない場合 

 設置に向けた取組について記載されている。 □ □ 

 

【申請様式２－２関係】 申請者 局職員 

人数が申請様式２の８と整合している。 □ □ 

備考欄にそれぞれの資格の取得年月日等が記載され、資格者証等（研修修了

証書含む）の写しが添付されている。 
□ □ 

 

【申請様式２－３関係】 申請者 局職員 

１について 

 （１）について、班数、人数が記載されている。 □ □ 

 
（２）について、（１）で下請区分に記載がある場合、申請者と下請負

者の業務分担が記載されている。 
□ □ 

２について 

 直近事業を実施した過去３年の実績が記載されている。 □ □ 

 

【申請様式３関係】 申請者 局職員 

◎１ 法人の場合 

 直近３年分の貸借対照表、損益計算書等が添付されている（設立後３

年に満たない法人については過年度分の添付）（任意提出。提出した場

合は１（１）①及び②の記載は省略可。）。 

□ □ 

 （１）について 

  １つ目の選択肢にチェックがつけられており、①から③まで記載さ

れている（貸借対照表、損益計算書等が添付されている場合は③の

み記載されていれば良い）。 

□ □ 

  ◎２つ目の選択肢にチェックがつけられている場合 

（自ら健全な経営ではないと認識しているので、直近３年分の貸借対照表、損益計算

書等の添付又は１（１）①～③の記載は不要 経営診断書で足りる。） 

   経営診断書が添付されている等、今後５年以内に健全な経営の軌

道に乗ることが証明できていること。 
□ □ 

 （２）について、チェックがつけられている。 □ □ 

 ◎設立後間もない法人の場合 



  経理状況がわかる書類が添付されている。 □ □ 

◎２ 個人の場合 

 直近３年分の納税証明書の写し等が添付されている（任意提出。提出

した場合は２（１）の納税状況の記載は省略可。）。 
□ □ 

 （１）について 

  １つ目の選択肢にチェックがつけられており、納税状況が記載され

ている(納税証明書の写し等が添付されている場合は記載を省略で

きる)。 

□ □ 

  ◎２つ目の選択肢にチェックがつけられている場合 

（自ら健全な経営ではないと認識しているので、直近３年分の納税証明書等の添付又は

２（１）の表の記載は不要 経営診断書で足りる。） 

 

 

 経営診断書が添付されている等、今後５年以内に健全な経営の軌道

に乗ることが証明できていること。 
□ □ 

 （２）について、チェックがつけられている。 □ □ 

 

【申請様式４関係】 申請者 局職員 

基礎額・申請額・割増率が記載されている（基礎額については森林管理局

で記載する）。 
□ □ 

 

【申請様式５関係】 

申請者が木安法第４条第１項の認定（木材利用事業者等及び木材製品利

用事業者等と共同して作成した事業計画に係るものに限る。）を受けた者

である場合であって、当該認定に係る事業計画（森林の区域に申請に係る

樹木採取区が含まれているものに限る。）の写しを提出したときは不要。

ただし、当該事業計画書の写しだけでは審査・選定ができない場合は追加

資料の提出が必要。 

◆印で示した箇所は審査基準で必須とされているもの。上記木安法の認

定を受けていても、当該事業計画の内容が審査基準を満たしていない場合

は審査不合格となるので追加資料提出が必要なことに注意。 

申請者 局職員 

単独で審査・選定ができる木安法認定に係る事業計画の写しが提出されて

いる。 
□ □ 

１について（審査・選定ができる事業計画の写しが提出されている場合は不要） 

 （１）について、申請者、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等

の備考欄以外の欄に記載があり、申請者及び木材利用事業者等の実績

の値が４の全体概念図の値と整合している。また、主要取引先がある

場合は氏名又は名称に※印が付されている。 

□ □ 

申請者の目標数量及び木材利用事業者等の目標数量の合計が、いずれ

も平均数量（過去の実績）から樹木採取区に由来する素材生産量以上
□ □ 



に増加している。 

◆審査基準等通知第１の１（１）エ（イ）

（２）について、木材利用事業者等、木材製品利用事業者等の備考欄

以外の欄に記載がある。また、主要取引先がある場合は氏名又は名称

に※印が付されている。 

□ □ 

（３）について

（１）に記載した木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びそ

の他の事業者ごとに法定福利費の支払い状況がわかる書類が添付さ

れている。 

□ □ 

◎木材産業高度化推進資金の利用を計画する場合

３で木材産業等高度化推進資金の利用を計画すると記載した事業

実施者ごとに、過去３か年分の財務諸表が添付されている。 
□ □ 

２について（審査・選定ができる事業計画の写しが提出されている場合は不要） 

（１）について、申請者と木材利用事業者等、木材製品利用事業者等

及びその他の事業者との間で協定書等により合意形成された取引の内

容について、引取時期、引取場所、引取量、価格の決定や見直し方法

等の記載があり、添付された協定書等の内容と整合している。 

□ □ 

（２）について

①について

計画量が樹木採取区由来量（内数）とともに記載されており、目

標の計画量については４と整合している。 
□ □ 

目標とする素材生産量の現状に対する増加量が、樹木採取区に由

来する素材生産量以上となっている。 

◆審査基準等通知第１の１（１）エ（イ）

□ □ 

②について

□ □ 
区分別に計画量が記載されており、現状と目標の計画量について 

は４と整合し、※印を付された主要取引先が木材利用事業者等の 

欄に記載されている。 

木材利用事業者等の目標とする木材の取引量の合計の現状に対す

る増加量が、樹木採取区に由来する素材生産量以上となってい

る。 

◆審査基準等通知第１の１（１）エ（イ）

□ □ 

③について、区分別に計画量が記載されており、現状と目標の計画

量については４と整合し、※印を付された主要取引先が木材製品利

用事業者等事業者の欄に記載されている。 

□ □ 

①、②、③について、申請者から木材利用事業者を通じて木材製品

利用事業者等へ供給される木材取引予定量が、樹木採取区から供給

される木材取引予定量全体の 50％を超えている。 

□ □ 



◆審査基準等通知第１の１（１）ウ（オ） 

（３）について、木材生産流通改善施設の整備を整備しようとする場

合には、各項目が記載されている。 
□ □ 

（４）について 

 事業実施者ごとに、新規需要の開拓の内容と、その取組に係る木材

又は木材製品の供給量又は使用量の目標が記載されており、その内

容と目標が４と整合している。 

□ □ 

 開拓する新規需要の増量（原木換算量）が樹木採取区からの木材供

給量以上に増加している。 

◆審査基準等通知第１の１（１）エ（イ）  

□ □ 

（５）について、木材利用事業者等の氏名又は名称及び所在地が記載

されている。 
□ □ 

（６）について、木材製品利用事業者等の氏名又は名称及び所在地又

は事業を行う区域が記載されている。 
□ □ 

（７）について、事業の実施期間が記載されており、安定取引協定の

期間と整合している。 

※実施期間については、申請する樹木採取権の存続期間以上となって

いること又は存続期間以上となっていない場合は、当該協定の更新

方法が自動更新等の継続性が高いものとなっていること。 

 ◆審査基準等通知第１の１（１）ウ（カ）④ 

□ □ 

３について（審査・選定ができる事業計画の写しが提出されている場合は不要） 

 各年度において、事業実施者ごとに、施設等種類と資金及び資金調達

先別金額が記載されている。 

※樹木採取権の存続期間を勘案して適切に計上されており、調達方法

も適切である。 

◆審査基準等通知第１の１（１）ウ（コ） 

□ □ 

４について（審査・選定ができる事業計画の写しが提出されている場合は不要） 

 ２（１）に記載した事業者と概念図中の事業者が整合している。 □ □ 

概念図中の現状値と計画量が１（１）に記載した過去の実績及び計

画、２（２）の①、②及び③に記載した現状と目標の計画量と整合し

ている。 

□ □ 

概念図中の新規需要開拓の内容と目標が２（４）に記載した内容と整

合している。 
□ □ 

 

【申請様式５－１関係】 申請者 局職員 

アについて、取引量が記載されており、いずれかの選択肢にチェックがつ

けられている。 
□ □ 

イについて、いずれかの選択肢にチェックがつけられている。 □ □ 



ウについて、いずれかの選択肢にチェックがつけられている。 □ □ 

エについて、いずれかの選択肢にチェックがつけられており、２つ目の選

択肢にチェックがつけられている場合は必要な書類が添付されている。 

（１つ目の選択肢であるクリーンウッド法登録業者は公表されており、イ

ンターネットで検索可能なため書類の添付不要） 

□ □ 

 

【申請様式５－２関係】 申請者 局職員 

日付の記載があること。 □ □ 

事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地が記載されており、協定書の住

所氏名と一致している。 

※関係する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者

が連名又は単独で作成し、関係する全ての事業者の誓約書が添付されてい

ること。 

□ □ 

事業者間の協定書の写しが添付されている。 □ □ 

 

【申請様式６関係】 申請者 局職員 

◎１について、いずれかの選択肢にチェックがつけられている場合 

 必要な書類が添付されている。 □ □ 

２について、数値が記載されており、申請様式７－１の２の地元雇用の適

否欄の計と整合している。 
□ □ 

◎３について記載がある場合   

 記載された市町村が樹木採取区の所在する市町村である。 □ □ 

◎４①～④について、記載がある場合 

 それぞれ必要な書類が添付されている。 □ □ 

◎５①～④について、記載がある場合 

 それぞれ必要な書類が添付されている。 □ □ 

 

【申請様式７関係】 申請者 局職員 

１について、いずれかの選択肢にチェックがつけられており、申請様式７

－１の２の雇用形態の適否欄の計と整合している。 
□ □ 

◎２①～④について、いずれかの選択肢にチェックがつけられている場合 

 それぞれ必要な書類が添付されている。 □ □ 

 

【申請様式７－１関係】 申請者 局職員 

１について、各欄が記載されている。 □ □ 

２について 

 現場作業職員ごとに各項目が記載されており、居住地が証明できる資 □ □ 



料が添付されている。 

 適否欄の計（割合（％））について、雇用形態は申請様式７の１と、

地元雇用は申請様式６の２と整合している。 
□ □ 

 社会保険・労働保険等への加入状況について、申請様式２の 12 と整

合しており、該当する項目の加入状況が確認できる資料が添付されて

いる。 

※被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号に

マスキングを施すこと。 

□ □ 

 ２の現場従事実績について 

  ３年以上の従事実績を有する技術者の実績を証する資料が添付さ

れている。 
□ □ 

  ◎１年以上３年未満の現場従事実績を有している現場作業職員について、３年以上

の従事実績者と同等の能力を有しているとして申請する技術者がある場合 

   １年以上の従事実績を証する資料が添付されており、３年以

上の従事実績者と同等の能力を有することを証する書類が添

付されている。 

□ □ 

 

【申請様式８関係】 申請者 局職員 

１及び２に必要事項が記載されている。 □ □ 

◎３について、いずれかの選択肢にチェックがつけられている場合 

 必要な書類が添付されている。 □ □ 

 

【申請様式８－１関係】 申請者 局職員 

実際に申請書を提出する年月日が記載されている。 □ □ 

◎法人の場合 

 事業者の名称及び代表者名並びに所在地が記載されている。 □ □ 

◎個人の場合 

 事業者の氏名及び住所が記載されている。 □ □ 

 

【申請様式９関係】 申請者 局職員 

実際に申請書を提出する年月日が記載されている。 □ □ 

◎法人の場合 

 事業者の名称及び代表者名並びに所在地が記載されている。 □ □ 

◎個人の場合 

 事業者の氏名及び住所が記載されている。 □ □ 

 

【申請様式 10 関係】 申請者 局職員 



実際に申請書を提出する年月日が記載されている。 □ □ 

◎法人の場合 

 事業者の名称及び代表者名並びに所在地が記載されている。 □ □ 

◎個人の場合 

 事業者の氏名及び住所が記載されている。 □ □ 

審査基準等通知第１の１（３）エ（キ）から（ヌ）に該当しない場合はチェックする（局職員

は申請者がチェックした項目がないか確認する）。 

 （キ）樹木の採取に伴い必要となる他法令に基づく手続（例えば自然

公園法（昭和 32 年法律第 161 号）、砂防法（明治 30 年法律第 29 

号）における伐採の許可等）において、違反をした実績がある者。 

□ □ 

 （ク）行政機関に対し森林施業に関する苦情が寄せられている者。 □ □ 

 （ケ）過去に森林窃盗等悪質な事例の報告がなされている者。 □ □ 

 （コ）国内外において強引な森林施業を実施していると認められる

者。 
□ □ 

 （サ）反社会的行為に関与した者。 □ □ 

 （シ）過去に暴力団員であった者又は暴力団と密接な関係を有する者

（通知のとおり例外あり）。 
□ □ 

 （ス）我が国の森林・林業関連法令又はこれらに相当する外国の法令

の規定に違反し、又は刑法（明治 40 年法律第 45 条）若しくは暴力行

為等処罰に関する法律（大正 15 年法律第 60 号）の罪を犯し、罰金の

刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられたことが

ある者。 

□ □ 

 （セ）禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に

処せられたことがある者（通知のとおり例外あり）。 
□ □ 

 （ソ）所属した法人等又は現在所属する法人等が行政機関より造林の

命令等の行政処分を受けており、当該処分の原因となる事実につい

て、行為の当事者として又は当該者に対し指揮命令を行う立場で、故

意又は重大な過失によりこれを生ぜしめたことがある者又は当該者を

構成員とする法人。 

□ □ 

 （タ）業務に関連して法令に違反し、代表役員、一般役員等が逮捕さ

れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときから１年間を経過して

いない者。 

□ □ 

 （チ）業務に関連して法令に違反し、事案が重大又は悪質な場合であ

って再発防止に向けた取組が確実に行われると認められない者。 
□ □ 

 （ツ）国、都道府県又は市町村から入札参加資格の指名停止を受けて

いる者。 
□ □ 

 （テ）森林経営管理法運用通知別紙の１（６）の行動規範、ガイドラ

イン等に違反した行為をしたと認められる者。 
□ □ 



 （ト）森林の経営管理又は樹木採取権の行使を適切に行うことができ

ない若しくは森林の経営管理又は樹木採取権の行使に関し不正若しく

は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者。 

□ □ 

 （ナ）樹木採取権実施契約、樹木採取権運用協定、これらの契約に基

づき国が樹木採取権者と締結する契約その他国有林野事業に係る国と

の契約において、重大な契約上の義務違反があった者又は正当な理由

なく契約上の義務を履行せず、国からの契約解除に至ったことがある

者。 

□ □ 

 （ニ）法第８条の 21 に基づく国の指示を受け、正当な理由なく指示

に従わなかったと認められる者で、指示に従わなかったと認められる

時点から２年を経過しない者。 

□ □ 

 （ヌ）その他十分な社会的信用を有していると認め難い者。 □ □ 

 ◎審査基準等通知第１の１（３）エ（キ）から（ヌ）のいずれかに該当している場合。 

（上記（キ）から（ヌ）にチェックがない場合） 

  樹木採取権の設定を認めることが著しく不適当ではない場合に該

当する理由について、別途記載したものが添付されている。 
□ □ 

 

【参考様式】※任意提出 申請者 局職員 

◎提出された場合 

 採取希望時期が記載されている。 □ □ 

 



申請書様式 
令和○○年○○月○○日 

◎◎森林管理局長 殿

○○県○○市○○町○○丁目○番-○

株式会社Ａ林業  

代表取締役 ▲■ ■■ 

樹木採取権設定申請書 

樹木採取権の設定を受けることを希望しますので、国有林野の管理経営に関する法律（昭和26

年法律第246号。以下「法」という。）第８条の８第１項及び第２項の規定により、下記により申

請いたします。 

なお、提出する書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１ 樹木採取権の設定を受けることを希望する樹木採取区 

名称 ：◎◎１地名樹木採取区 

所在地：令和２年○月22日付け124号◎◎森林管理局長の公示のとおり  

２ 問合せ先 

担 当 者 名：総務課長 ▼▼ □□

部   署：総務部 総務課 

電 話 番 号：０×××－◆◆－×××× 

備考 
１：必要な書類は添付してください。 
２：本申請書の大きさは日本産業規格Ａ４としてください。 
３：本申請書様式には法第８条の９第１項第２号及び第３号の内容を含みます。 
４：申請者が法人（宗教法人以外）である場合は、以下一及び二の書類を添付してください。 

一 定款 
二 本申請が法人の議決機関の議決を要する事項に係るものであれば、その議決書の謄本 

※ 国有林野の管理経営に関する法律施行規則（昭和26年農林水産省令第40号。以下「規則」という。）第３
条関係。宗教法人の場合、同令第２条に定める議決書の謄本を添付してください（定款は添付不要）。

５：申請者が個人である場合、「２ 問合せ先」には電話番号のみ記載してください。 

記 載 例 

提出年月日 元号から氏名又は名称は代表者氏名まで記載

所在地は森林管理局で予め記載

申請担当者が特定できるよう可能であれば役職名も記載

局名は森林管理局で予め記載
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申請様式１：事業の基本的な方針 

（法第８条の９第１項第１号関係） 

   

１ 樹木採取区における樹木の採取に関する方針（施業の方法、自然環境への配慮、安全対策） 

① 樹木採取権実施契約に定める施業計画及び実行計画の内容を、公募時に示された樹木の採取に関する基準

及び地域管理経営計画（○○森林計画区）に適合したものとするほか、事業の実施に当たって、伐区の分

散、林地の保全、自然環境の保全等により国有林野の有する公益的機能の維持増進を図ります。【行使の指

針１】 

② 事業の実施に当たり関連する法令等を遵守するとともに、適切な経験・資格等を有する技術者の配置、労

働災害の発生防止その他の事業の実施体制の確保に努めます。【行使の指針４】 

③ 採取跡地における効率的な植栽の実施に取り組みます。【行使の指針８】

④ 事業の実施に当たり、国有林野事業の請負事業者、立木販売の買受者、その他国有林野を利用する第三

者、地域住民等の対外的関係に配慮し、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に協力します。

【行使の指針９】 

２ 木材の安定的な取引関係の確立に関する方針 

① ◎◎１地名樹木採取区に由来する木材の取引等について、木材の需給動向を十分勘案するとともに、以下

のとおり木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者間における安定的な取引関係の確立

に取り組みます。【行使の指針３】 

② ◎◎１地名樹木採取区に由来する素材生産量が、◎◎１地名樹木採取区の森林資源の状況に鑑み適切なも

のとなるよう留意し、権利存続期間を通じて用途に応じた規格の素材を安定的に生産・供給します。【行使

の指針（別記）ア】 

③ 本申請書に記載した木材取引計画のとおり、樹木採取権者、木材利用事業者等ともに国産材の取扱量が◎

◎１地名樹木採取区に由来する木材の供給量以上に増加するものとし、かつ、◎◎１地名樹木採取区に由来

する木材の供給量に相当する量以上の量が木材製品利用事業者等その他の取引先の新規需要開拓に充てられ

るものとします。【行使の指針（別記）イ】 

３ その他（林業経営の改善・向上、人材の育成・確保等の取組・工夫等） 

① 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎の維持・強化に取

り組みます。【行使の指針２】 

② 事業の実施による雇用の増大、作業員の地元雇用、民有林との連携、地域貢献活動等により樹木採取区の

所在する地域における産業の振興に対する寄与に努めます。【行使の指針５】 

③ 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営の改善に努めます。【行使の指針６】

④ 作業員の雇用形態の改善、ワーク・ライフ・バランスの確保その他の雇用管理の改善に努めます。【行使

の指針７】 

公募時に森林管理局長が示した行使の指針が漏れなく記載されていること
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申請様式２：経営管理の状況 

（規則第28条の７第１号関係（規則第28条の９第２号及び第３号の内容を含む。）） 

１ 森林経

営管理法

に基づき

都道府県

に公表さ

れている

事実 

 以下のいずれかの項目にチェックしてください。 

☑ 北海道林業事業体登録実施要網第６の第１項の規定により登録を受けた林業事業体（以

下「登録林業事業体」という。）である。 

□ 登録林業事業体ではないが今後１年以内に登録事業体となる予定である。 

※ １つ目の選択肢をチェックした場合、以下に登録番号を記載して下さい。 

 

登録番号 〇〇―〇〇―〇〇 

登録年月日 〇年〇月〇日 
 

以下のいずれかの項目にチェックしてください。 

□ 樹木採取区の所在する都道府県において、森林経営管理法（平成30年法律第35号）第36条

第２項に基づき公表された民間事業者である。 

☑ 上記以外 

※ １つ目の選択肢をチェックした場合、公表の事実を示す書類を添付してください。 

※ １つ目の選択肢をチェックした場合、以下の３、４、５、11のうち労働災害の発生頻度以

外、12、14、15については記載を要しません。 

２ 生産性

の向上又

は素材生

産量の増

加 

生産性 

現状（２年度） 目標（７年度） 備考 

間伐 ５㎥/人日 

主伐 ８㎥/人日 

間伐 ９㎥/人日 

主伐 11㎥/人日 
  

素材 

生産量 
9,400㎥ 20,000㎥ 

 

  

目標達成に向けて、今後事業体として取り組む具体的内容を記述してください。 

これまでは１ha以下の小規模で分散した事業地の受注が多かったが、樹木採取権の設定を受

けることにより一定規模のまとまりが確保できるため、機械稼働率の改善により生産性が向上

し生産量も増加する。また、生産工程のボトルネックを解消するため、設定を受けた際はフォ

ワーダを１台増やす予定である。 

３ 適切な

生産管理

又は流通

の合理化 

 以下で実施している取組にチェックしてください （※以下のいずれにも該当しない場合、１

年以内にいずれかを実施することの誓約書を提出すること。）。 

☑ 作業日報の作成・分析による進捗管理、生産工程の見直し、作業システム等の改善等の適

切な生産管理 

☑ 製材工場等需要者との直接的な取引、木材流通業者や森林組合系統などの取りまとめ機

関を通じた共同販売・共同出荷、森林所有者、工務店等と連携したいわゆる「顔の見える木

材での快適空間づくり」等の原木の安定供給・流通の合理化等 

上記について具体的内容を記述してください。 

作業日報を作成、分析し、作業システムの改善に取り組んでいる。また、株式会社Ｆ製材と

安定供給協定を締結し、直接的な取引を実施している。 

４ 造林・

保育の省

力化・低

コスト化 

以下で実施している取組にチェックしてください （※以下のいずれにも該当しない場合、１

年以内にいずれかを実施することの誓約書を提出すること。）。 

□ 伐採・造林の一貫作業システムの導入 

☑ コンテナ苗の使用 

□ 低密度植栽 

□ 列状間伐の導入 

□ その他（                                  ） 

上記の取り組み又は計画の具体的内容を記述してください。 

令和○○年に○○町○○林班○○小班の造林事業にコンテナ苗を使用するなど、コンテナ苗

を活用した造林作業の省力化に取り組んでいる。 

生産性の向上又は生産量の増加目標のどちらか一方のみが審査基準を満たしている場合であっても、生産
性、素材生産量は加算点の評価対象であるため両方とも記載すること 

該当する項目にチェック 

現状年度の数量が特別の事情により例年と比べて著しく乖離
した数量であったためその前年度の数量を現状として使用した
場合など、その理由も含めて記載する 

生産性の向上又は生産量の増加の目標が北海道意欲と能力のある林業経営者の登録基準を満たしていること 

実際に取り組む予定を具体的に記載 

申請様式2－3と整合 

どちらかをチェック 

申請年度又は申請前年度 

５年後の目標値がわかる年度 

１つ目をチェック
した場合に記述 

該当する項目にチェック 
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５ 主伐後

の再造林

の確保 

以下で実施している取組にチェックしてください。 

☑ 主伐及び主伐後の再造林を一体的に実施する体制を有している。

※ 主伐及び再造林のどちらか一方を行わない民間事業者の場合は、もう一方を実施する他の

民間事業者との連携協定等により一体的に実施できる体制があることが必要です。当該協定

書の写しを添付してください。また、申請者が、北海道において、森林経営管理法（平成30

年法律第35号）第36条第２項に基づき公表された民間事業者以外であって、他の民間事業者

との連携協定等により一体的に実施できる体制を確保する場合、当該連携先についての経営

管理の状況が分かる資料（申請様式２の１の上段 、２ 、３ 、４ 、６の上段 、11、12 、

14 を記載したもの）を添付してください。

☑ 主伐後の適切な更新を行っている（ただし、他者の所有する森林の主伐にあっては、事

前に森林所有者に対する適切な更新の働きかけに取り組んでいること。）。

上記の両方又はいずれかに該当しない場合、以下にチェックしてください。 

□ １年以内に主伐及び主伐後の再造林を一体的に実施する体制を整え、主伐後に適切な更

新を行う。

６ 素材生

産の実施

体制及び

同種事業

の実績 

以下で該当する項目にチェックしてください（※以下のいずれにも該当しない場合、１年以

内にいずれかの項目に書かれた要件を満たす旨の誓約書を提出すること。）。 

☑ 申請者が登録林業事業体に登録されて３年以上経過している（事業の種類が素材生産で

ある場合に限る。）。

□ 所属する現場作業職員の素材生産に関する現場従事実績等が３年以上である。

□ 申請者の下請となる事業者が素材生産に関して３年以上の事業実績を有している。

□ 申請者が中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づく事業協同組合、事

業協同小組合、企業組合、中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）

に基づく協業組合等（以下「事業協同組合」という。）である場合、組合員が素材生産に

関して３年以上の事業実績を有している。

※ 実績とする事業に係る契約書等の写し（事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部

分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料）を添付してください。

※ 現場作業職員の現場従事実績等については申請様式７－１に記載してください。

以下で該当する項目にチェックして下さい。 

☑ 森林施業プランナーを有している。

□ 森林施業プランナーの育成に努める。（参加予定研修等 ） 

※ ２つ目の選択肢をチェックした場合、参加予定研修等を記述して下さい。

以下で該当する項目にチェックしてください。 

・過去３年間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村における素材生産事業の受注実

績（元請又は国有林における下請）の有無

☑ 有

□ 無

 確 

・有の場合、次のいずれかをチェックしてください。

☑ 国有林における元請実績がある。

          事業名：令和元年度 ○○国有林森林整備事業 

発注機関：××森林管理署  

□ 国有林以外で元請実績又は国有林における下請実績がある。

事業名： 

発注機関： 

※ 実績とする事業に係る契約書等の写し（事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部

分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請の実績については、元請事業体と交

わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し）を添付してください。

該当する項目にチェック 

該当する項目にチェック

実績が確認できる資料の提出が必要なため、複数該当する場合でもいずれかのチェックで良い 

該当する項目にチェック 

添付する契約書等を見ながら正確に
実績が複数ある場合でも代表するもの１つで良い

該当する項目にチェック 
２つ目にチェックした場合に記述 
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※ 事業協同組合については、当該組合の組合員のうち、樹木採取権における作業に従事す

る予定である者の実績を事業協同組合の実績とすることができます。 

 

７ 技術者

（現場代

理人）の

事業実績 

過去５年間で、農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村が発注した素材生産事業（搬

出間伐を含む）を元請で事業実施した現場代理人の人数を記載してください。 

 

                        現場代理人の人数     ３  人 

※ 現場代理人として従事したことを証する書類として、従事した事業に係る契約書等の写

し（事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認で

きる資料）及び当該事業における現場代理人届等の写し（事業名及び現場代理人氏名が確

認できる資料）を申請する技術者１人につき１件添付してください。 

※ 実績のある現場代理人として申請できる技術者は、申請時点において直接雇用している

技術者に限ります。ただし、事業協同組合については、当該組合が直接雇用する者又は当

該組合の組合員のうち、樹木採取権における作業に従事する予定である組合員が直接雇用

する者とします。 

※ 実績とする事業は申請者が受注した事業に限りません。 

 

８ 技術者

等の保有

資格 

直接雇用する技術者等のうち、フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー

（現場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任者）、森林施業プランナ

ー、森林作業道作設オペレーター、低コスト作業路企画者又は技術者、技術士、林業技士、フ

ォレスター（森林総合監理士）について、複数の資格を有している人数を記載してください。 

なお、事業協同組合については、当該組合が直接雇用する者又は当該組合の組合員のうち、

樹木採取権における作業に従事する予定である組合員が直接雇用する者とします。 

                   複数の資格を有している人数      ５ 人 

 

９ 伐採・

造林に関

する行動

規範の策

定等 

以下で実施している取組にチェックしてください （※行動規範等を添付すること。以下のい

ずれにも該当しない場合、１年以内にいずれかを実施することの誓約書を提出してください。）。 

☑ 独自の行動規範等を作成している。 

□ 所属する団体や都道府県、市町村等が策定した行動規範等を遵守している。 

 

10 現場作

業職員等

の技術の

向上 

以下で実施している取組にチェックしてください。 

□ 現場作業職員等への技術指導 

☑ 研修会・講習会の開催・参加 

□ 「緑の雇用」事業の活用 

☑ 資格取得への支援 

上記について具体的内容を記述してください。 

研修会・講習会へ年１回以上現場作業職員を参加させ、伝達させることで現場作業職員全体

の技術向上を図っている。また、資格取得試験のための休暇制度を設けている。 

11 労働安

全対策 

労働災害 

（休業日数４日以上）

の発生頻度（備考１） 

（平成30年度） （令和元年度） （令和２年度） 

１人 

（１人） 

０人 

（  人） 

０人 

（  人） 

以下について取り組んでいる場合、チェックしてください。 

☑ 現場作業職員等への労働安全衛生法に基づく安全衛生教育  ※１ 

□ 労働安全コンサルタント等専門家による安全診断・指導  ※２ 

☑ リスクアセスメント  ※１ 

☑ 防護具の着用の徹底  ※２ 

☑ 作業現場の安全巡回  ※２ 

該当する項目にチェック 

現在雇用している者の人数（延べ人数ではない） 

２つ以上該当する者の人数。申請様式２－２と整合させること（複数所持者のみ） 

該当する項目にチェック 

現場作業職
員等には事業
主自身を含み
ます 

直近３年間の状況 

   申請様式２枠外最後に記載 
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上記の※２のいずれも取り組んでいない場合、それ以外に取り組んでいる労働安全対策があれ

ば、具体的内容を記述してください。  ※２ 

 

 

※１は必須項目、※２はいずれかを実施することが必須である項目です。 

必須項目の全て又はいずれかを実施していない場合、１年以内に必須項目の全てを実施するこ

との誓約書を提出してください。リスクアセスメントに取り組んでいる場合、報告書等の写し

を添付してください。 

 

12 雇用管

理の改善 

以下で実施している取組にチェックしてください。 

☑ 労働者災害補償保険への加入（一人親方等の特別加入を含む。）  ※１ 

☑ 以下の届出を行っていること（届出の義務がない場合を除く。）  ※１ 

・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

☑ 現場作業職員の常用化など雇用の安定化  ※２ 

□ 現場作業職員への月給制度、週休２日制の導入、賃金水準の向上などの雇用条件の改善

※２ 

□ 退職金共済への加入などの福利厚生の充実  ※２ 

 

上記※２のいずれも取り組んでいない場合、それ以外に取り組んでいる雇用管理の改善があれ

ば、具体的内容を記述してください。   

 

 

 

※１は必須項目、※２はいずれかを実施することが必須である項目です。 

必須項目の全て又はいずれかを実施していない場合、１年以内に必須項目の全てを実施するこ

との誓約書を提出してください。 

 

13 労働福祉

の状況 

林業退職金制度、建設業退職金制度又は中小企業退職金制度等による退職金共済の契約締結

について、従業員（備考２）の全員について締結しているか、該当する選択肢にチェックしてくだ

さい。 

□ している。 

☑ していない。 

 

14 コンプ

ライアン

スの確保 

以下①から⑤までのいずれにも該当していない場合、チェックしてください。 

☑いずれにも該当していない。 

① 業務に関連して法令に違反し、代表役員等（備考３）や一般役員等（備考４）が逮捕され、又

は逮捕を経ないで公訴を提起されたときから１年間を経過していない者 

② 業務に関連して法令に違反し、事案が重大・悪質な場合であって再発防止に向けた取

組が確実に行われると認められない者 

③ 国、都道府県又は市町村から入札参加資格の指名停止を受けている者 

④ その他森林の経営管理を適切に行うことができない又は森林の経営管理に関し不正若

しくは不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者（備考５） 

 

該当する項目にチェック 

上記※２と同等以上の質の労働安全対策を実施している場合は具体的に記入する 

該当する項目にチェック 

いずれにも該当していないことは必要な条件。チェックを忘れないように注意する 
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15 常勤役

員の設置

状況 

常勤役員の人数を記載してください。 

常勤役員の人数                         ０ 人 

 

法人であって、常勤役員の人数が０人である場合、以下のいずれかにチェックしてくださ

い。 

☑ 森林経営管理法の施行日（平成 31 年４月１日）から起算して３年を経過した日以後最

初に招集される総会等の時までに常勤役員を設置するよう取り組む。 

□ 上記以外 

 

備考 

１：（  人）は、死亡災害件数を内数で記載してください。 

２：「従業員」とは、申請者及び下請負者等、実行体制に含まれる全現場作業職員であり、申請様式７－１に記載する現場

作業職員とします。 

３：「代表役員等」とは、法人の代表権を有する役員又は個人事業主とします。 

４：「一般役員等」とは、法人の役員、支配人又はその支店若しくは営業所を代表する者とします。 

５：「その他・・・（略）・・・相当の理由がある者」については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各号に掲げる者等が考えられます。 

 

人数を記載する 

組織の形態上常勤役員を設置できない場合などにチェックする 
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申請様式２-１：常勤役員の設置状況 

 

役職 
（フリガナ） 

氏名 
住所 生年月日 

    

    

    

    

    

 

 申請時に常勤の役員を設置していない場合、設置に向けた取組について記載してください。 

令和３年○月○日開催の総会において３名の常勤役員を設置する予定で、現在選出作業を行ってい

る。 

 

※  申請様式２の１で「樹木採取区の所在する都道府県において、森林経営管理法（平成30年法律第35号）

第36条第２項に基づき公表された民間事業者である。」にチェックをした場合は提出不要です。 

  

役職名から⽣年⽉⽇まで漏れなく記載 

取組内容を具体的に記載。設置時期の⽬安も記載する 
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申請様式２－２：技術者等の保有資格

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

②
③
⑧
④
⑤
⑦
④
⑨

②
⑥

①
⑧

1人 2人 1人 2人 1人 1人 1人 2人 1人

１

２

３

４

５

６

７

８

９

○

○

○

植杉　密夫

赤松 　太

唐松　紅葉

国林　有美

檜山 　緑

6

1

2

3

4

5

7

○

○

○ ○

○ ○ ○

○

○

：技術士とは、技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士（技術士補を含む。）をいいます。

No.

：「備考」欄には、それぞれの資格についての取得年月日又は修了年月日を記載し、資格者証等の写しを添付してください。

：フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任
者）とは、研修修了者に係る登録制度の運用について(平成10 年４月１日付け10 林野組第36 号林野庁長官通知)に基づき、林業
労働力確保支援センター等が実施する研修を修了し、農林水産省が備える研修修了者名簿に登録された者をいいます。

：森林施業プランナーとは、森林施業の方針や事業収支を示したプランを森林所有者等に提案し、合意形成を図る能力を有する
者として、森林施業プランナー協会により認定された者をいいます。

林
業
技
師

フ
ォ

レ
ス
タ
ー

（

森
林
総
合
監
理
士
）

技術者数

備考

フ
ォ

レ
ス
ト
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

（

統
括
現
場
管
理
責
任
者
）

森
林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー

森
林
作
業
道
作
設
オ
ペ
レ
ー

タ
ー

（

上
級
又
は
中
級
）

低
コ
ス
ト
作
業
路
企
画
者
又
は
技
術
者

技
術
士

計

フ
ォ

レ
ス
ト
ワ
ー

カ
ー

　
（

林
業
作
業
士
）

フ
ォ

レ
ス
ト
リ
ー

ダ
ー

　
（

現
場
管
理
責
任
者
）

備考氏 名

：林業技士とは、（一社）日本森林技術協会の認定する林業技術士をいいます。

：フォレスター（森林総合監理士）とは、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理
の区分に合格した者をいいます。

H24.5.20
H29.5.22
H28.3.10
H26.2.20
H29.11.12
H29.3.10
H27.5.20
H29.2.19

H24.5.20
H28.3.10

H28.5.20
H29.5.22

：「技術者数」欄には、直接雇用する技術者等について申請時点において取得している資格が複数ある者のみ氏名を記入し、該
当欄に○印を記載してください。
　なお、事業協同組合については、当該組合が直接雇用する者又は当該組合の組合員のうち、樹木採取権における作業に従事す
る予定である組合員が直接雇用する者としてください。

：森林作業道作設オペレーター（上級又は中級）とは、林野庁の助成を受けて行われる林業事業体向けの指導者研修上級・中級
と初級からなる「森林作業道作設オペレーター研修」のうち、上級又は中級研修を修了した者をいいます。

：低コスト作業路企画者又は技術者とは、林業機械化センターで実施された都道府県及び関係団体等の技術者向け研修である
「低コスト作業路企画者養成研修」又は「低コスト作業路技術者養成研修」を修了した者をいいます。

○印をつけた資格等の番号と取得年月日を記載する

9



申請様式２－３：生産実施体制の確保

１　実施体制

（１）直近事業年度の作業班体制

備考

１ ：樹木採取区における事業に従事するものについて記載してください。

２ ：下請の区分欄には素材生産、運材等の業務の種類を記載してください。

（２）直近事業年度の下請負者との業務分担

備考：樹木採取区における事業に従事するものについて記載してください。

２　素材生産の事業実績

年度 年度 年度

㎥ ㎥ ㎥

㎥ ㎥ ㎥

ｍ ｍ ｍ

（ ）

㎥ ㎥ ㎥

㎥ ㎥ ㎥

ｍ ｍ ｍ

（ ）

備考

１

２

３

人

7,700

800

3,300

7,400

500

2,800

1,200

500

2,100

400

6,400

400

2,300

2,000

600

下請

素材生産 1 社 1 班 社

区　分 平成 30 令和 元 令和 2

防護柵設置、植付
現場管理、地拵え（伐倒と合わせて
実施）

造林

下請負者による実行工　程

伐倒・造材

トラック運搬

班

：主伐及び間伐については、素材材積としてください。

元

請

下

請

：直近で事業を実施した過去３年度分の実績を記載してください。３年は連続していることを要しません。

：事業実績には、自社山林に係るもののほか、請負、立木購入を含めて記載してください。

主伐

間伐

作業道開設

その他

主伐

間伐

作業道開設

その他

1,1001,000 1,100

1

人

人

人

人

3

チェーンソー伐倒・造材、搬出

積み込み、トラック運搬

申請者による実行

チェーンソー伐倒、ハーベスタ伐
倒・造材、搬出

－

区　分 班　数 人　数

直雇
素材生産班

造林班

トラック運搬

造林

12

5

6社

社

2

班

班

班社

1 社

1

直近の事業年度の平均的な作業体制を記載する

直近の３事業年度の事業実績数量を記載する

申請様式２の２ の素材生産量と申請様式５の１（１）過去の実績と整合

「下請」は、申請者が元請負者となり、下請負者を使用して事業実施した際の下請分

「下請」は、申請者が下請負者として事業実施した際の申請者請負分を記載する
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申請様式３：資産及び収支その他の経理の状況

（規則第28条の７第２号関係）

以下該当する項目にチェックをし、表中に必要事項を記入してください

１　法人の場合

（１）経理状況

※

① 貸借対照表の要旨

（ 年度） （ （

② 損益計算書の要旨

（ （ （

△ 1,234,000

2,971,000 2,326,000

112,975,000 118,322,000

394,807,000 417,048,000

785,000

82,565,000 84,278,000

234,521,000

67,264,000 64,205,000

281,832,000

1,400,000

785,000 785,000

79,620,000

2,945,000

81,245,000 87,225,000

3,033,000 3,320,000

2

286,523,000

93,371,000

0

379,894,000

299,456,000 320,105,000

95,366,000 96,958,000

0 0

394,822,000 417,063,000

利益剰余金

 利益準備金

 その他利益剰余金

自己株式

評価・換算差額等

純資産合計

負債及び純資産　合計

30 1

201,412,000

66,782,000

268,194,000

214,568,000

△ 926,000

3,376,000

111,700,000

379,894,000

△ 959,000

流動資産

固定資産

繰延資産

固定負債

負債合計

資本金

資本剰余金

 資本準備金

 その他資本剰余金

法人税等充当額 15,000,000 15,000,000 15,000,000

税引後当期利益 9,982,000 7,400,000 11,003,000

特別損失 120,000 0 6,000,000

税引前当期利益 24,982,000 22,400,000 26,003,000

経常利益 25,102,000 22,400,000 30,803,000

特別利益 0 0 1,200,000

営業外利益 500,000 480,000 500,000

営業外費用 1,200,000 1,200,000 1,200,000

販売費及び一般管理費 55,678,000 23,450,000 54,987,000

営業利益 25,802,000 23,120,000 31,503,000

売上原価 213,520,000 174,430,000 202,430,000

売上総利益 81,480,000 46,570,000 86,490,000

年度） 令和 2 年度）

売上高 295,000,000 221,000,000 288,920,000

区　分 平成 30 年度） 令和 1

直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する書類に記載された経理状
況が良好である。

直近の事業年度の自己資本比率が０％未満でないこと（債務超過でないこと）及び直近３年間の
事業年度の経常利益金額等（損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の
額を加えて得た額）が全てマイナスという状態になっていないことが必要です。

　中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書を申請書に添付する等今後５年以内に健全な経営
の軌道に乗ることが証明できる。

平成 令和 年度） 令和 年度）

90,545,000

298,726,000

24,500,000

2,185,000 2,185,000 2,185,000

1,400,000

24,500,000 24,500,000

1,400,000

資産

負債

純資産

資産合計

区分

流動負債

申請者が法人の場合はこちらの該当する項目にチェック

連結子会社がある場合は併せて判断するので、単体及び連結の財務諸表の提出又は表の記載が必要

連結していない子会社については提出又は表の記載不要
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③ 自己資本比率及び経常利益金額等

（ （ （

備考

１ ：直近３年分の貸借対照表及び損益計算書等を提出した場合は①及び②の記載を省略できます。

２ ：設立後３年に満たない法人については、設立後の過年度分の経理状況を記載してください。

３ ：設立後間もなく過年度分の財務諸表等がない法人については、経理状況が分かる書類を提出してください。

（２）経理の分離

２　個人の場合

（１）経理状況

※

納税状況

（ （ （

備考：直近３年分の納税証明書の写し等を提出した場合は納税状況の記載を省略できます。

（２）経理の分離

経営管理実施権の設定を受ける森林の経営管理に関する経理は、口座を分けるなどにより収支を明
確にすることが可能である。

年度）

所得税納付状況

直近の事業年度の資産状況において、負債が資産を上回っていないこと及び直近３年間の所得
税の納税状況がすべてゼロとはなっていないことが必要です。

　中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書を申請書に添付する等今後５年以内に健全な経営
の軌道に乗ることが証明できる。

区　分 年度） 年度）

経常利益金額等 33,952,000 29,030,000 39,470,600

経営管理実施権の設定を受ける森林の経営管理に関する経理は、他の事業実施に関する経理と分離
可能である。

経理状況が良好である。

経常利益 25,102,000 22,400,000 30,803,000

減価償却費 8,850,000 6,630,000 8,667,600

年度） 令和 2 年度）

自己資本比率（％） 29 29 28

区　分 平成 30 年度） 令和 1

経理の分離ができることが必要

「経常利益金額等」とは損益計算書の経常利益の額に当該損益計算書の減価償却費の額を加えて得た金額

「納税証明書」とは、（国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）

別紙第９号書式その３又はその３の２）の写し

申請者が個人の場合はこちらの該当する項目にチェック

経理の分離ができることが必要
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申請様式４：樹木料の算定の基礎となる額（申請額）

（法第８条の９第１項第５号関係）

備考 

１ ：金額は税抜きで記載してください。

２ ：割増率は、申請額を樹木料の算定の基礎となるべき額で除した値で、小数点以下第９位を四捨五入してください。

総　額

円
樹木料の算定の基礎となるべき額　　（Ａ）

区　分

申請額 （Ｂ）

80,000,000

○○○○○○○○

○.○○○○○○○○割増率 （Ｂ）÷（Ａ）

円

森林管理局で記載

（Ａ）以上の金額を記載すること
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（法第８条の９第１項第６号関係、規則第28条の８関係）

以下に留意して提出してください
※

※

※

１．申請者等の経営状況
（１）
の木材製品消費量の実績及び目標

備考

１ ：申請者については、過去３か年の素材生産量の実績（各年度及び平均）を記載してください。

２

３

４

：木材利用事業者等については、過去３か年の木材（原木）消費量の実績（各年度及び平均）を記載し、該当
する年度を表題行に記載してください。ただし、変更申請に係るものは記載可能な直近の３か年とし、表題行
に当初記載した年度と合致しない場合は、該当年度を備考欄に記載してください。

：木材製品利用事業者等については、過去３か年の木材製品消費量の実績（各年度及び平均）を記載してくだ
さい。ただし、変更申請に係るものは記載可能な直近の３か年とし、表題行に当初記載した年度と合致しない
場合は、該当年度を備考欄に記載してください。

：単位は立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入することとし、備考欄に原木、製品の別を記載
してください。なお、木材チップなど一般に立方メートル表記以外の単位によるものは換算材積によることと
し、換算率を備考欄に記入してください。

その他の事業者

3,000 製品

木材製品利用事
業者等

※Ｔ木住建
株式会社

3,600 3,300 2,100

㎥ 原木

10,000 20,000 ㎥ 原木

木材利用事業者
等

※株式会社
Ｆ製材

98,000 102,000 100,000

申請者
株式会社
Ａ林業

11,000 9,600 9,400

令和

30 1 2 8
区分 氏名又は名称

過去の実績 目標

100,000 200,000

単位 備考
平成 令和 令和

申請様式５ ：木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な
取引関係の確立等に関する事項

　樹木採取区から供給される素材の量は、4,100㎥/年として各欄を記載してください。
　申請者が木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成８年法律第47号。以下「木安法」とい
う。）第４条第１項の認定（木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と共同して作成した事業
計画に係るものに限る。以下「木安法認定」という。）を受けた者である場合であって、当該木安
法認定に係る事業計画（森林の区域に申請に係る樹木採取区が含まれるものに限る。）の写しを提
出したときは、本申請様式の記載を省略することができます。
　ただし、当該事業計画の期間と設定申請に係る樹木採取権の存続期間が異なる場合、当該事業計
画を共同して作成した者と本申請に当たり協定を締結した者が同一でない場合等、当該事業計画の
写しだけでは選定ができないと国が判断したときは本様式に基づく追加資料の提出を期限を定めて
求めることとなります。
　このため、当該木安法認定を受けた者でも上記に該当すると想定される場合は、あらかじめ本様
式により提出してください。

　樹木採取権設定後の申請書類等記載事項変更申請（以下「変更申請」という。）に係る申請につ
いては、当初の申請から変更した箇所に下線を付して赤字で記載してください。

過去３か年の申請者の素材生産量、木材利用事業者等の木材消費量及び木材製品利用事業者等

年度 年度 年度 平均 年度以降

廃材等を利用している場合も、”原木”として㎥換算する。

ラミナ等半製品を仕入れて加工し製品にしている事業者は木材製品利用事業者等となる。

目標は樹木採取区からの供給量以上の量が現状から純増となっていなければならない。

現状は過去の実績で記載した直近３年度の平均。

本記載例では6,000㎥としているが、

実際の申請書は4,100㎥として作成すること
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５

６

（２）過去３か年の木材利用事業者等、木材製品利用事業者等の主製品の生産・販売実績

備考

１

２

３

４

５

（３）財務諸表（貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する書類）、社会保険の加入状況
備考

１

２

３

木材利用事業者
等

※株式会社
Ｆ製材

集成材 30,000 30,000

：主要取引先（別紙12「国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る北海道森林管理
局長の処分に関する審査基準等」（以下「審査基準等」という。）第１の１（１）ウ（オ）の要件に係る木材
利用事業者等及び木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。）は、氏名又は名称に※印を付してください。

：目標については、樹木採取権の設定による目標として、申請時から５年を経過した年度以降（該当する期間
を表題行に（　）書きしてください。）の年間の計画量を記載してください。なお、卸売業などのその他の事
業者については目標の記載を要しません。以下についても２（２）④に係るものを除き同様の取扱いとしてく
ださい。

区分 氏名又は名称
主製品の
取扱品目

生産・販売実績

単位 備考
平成 令和 令和

30 1 2

年度 年度 年度 平均

30,000 30,000 ㎥ 製品

製材 18,000 18,600 22,800 19,800 ㎥

：（１）に記載した木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者ごとに、必要な書類を添付
してください。

製品

棟 建築78 104

木材製品利用事
業者等

※Ｔ木住建
株式会社

軸組工法住宅 121 112

：主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。

その他の事業者

：過去３か年の実績（各年度及び平均）について木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業
者ごとに作成してください。ただし、変更申請に係るものは記載可能な直近の３か年とし、表題行に当初記載
した年度と合致しない場合は、該当年度を備考欄に記載してください。

：取扱品目欄に、取り扱っている製材品等の主製品の別に区分して記載してください。

：生産量及び販売量は、取り扱っている販売物のうち主なものについて、立方メートル単位のほか、その態様
に応じた的確な単位を用いて記載し、小数点以下は四捨五入してください。単位は単位欄に記載し、備考欄に
原木、製品等の別を記載してください。

：木材をエネルギー源として利用する場合には、電力や熱の供給能力を記入してください（電力供給能力はキ
ロワットを、熱供給能力はキロワット、ギガジュール毎時を単位としてください。）。

：財務諸表については、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の運用について（平成８年11月１日付け８
林野流第106号林野庁長官通知）の第９で規定する木材産業等高度化推進資金の利用を計画する場合にのみ、
３に当該資金の利用を計画すると記載した事業実施者ごとに（１）に記載した過去３か年分に該当するものを
添付してください。当該資金の利用を計画しない場合及び当該資金の利用を計画しない事業者は提出の必要は
ありません。

：社会保険の加入状況については、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、申請時点において適正に
法定福利費を負担していることが分かる書類（保険料の領収書の写し等）を添付してください。

樹木採取区から木材利用事業者等を通じ木材製品利用者等に供給される予定

である木材取引量が樹木採取区から供給される予定である木材取引量の全体の

５割を超えている取引先のこと。該当なしの場合もある。

15



２．木材の安定的な取引関係の確立に関する事業の内容及び実施期間
（１）取引関係に関する事項

日～

年 月 日

年間）

日～

年 月 日

年間）

（２）事業の計画量
① 素材生産量 （単位：m3）

備考

１ ：区分は、素材別に記載してください。

２

木材（原木）の取引関係に関する事項

申請者 その他の事業者 木材利用事業者等 期間
株式会社Ａ林業 株式会社Ｆ製材 権利設定の

令和 13 3 31

（権利設定の日から 10
　Ａ林業は安定取引協定書の計画等に基づき、Ｆ製材の指定する期日までに協定量のスギ原木を納
入する。
　取引における取引時期、取引量、価格の決定・見直し方法については、安定取引協定書に記載。

木材利用事業者等 その他の事業者
木材製品利用事業
者等

期間

株式会社Ｆ製材 Ｔ木住建株式会社 権利設定の

令和 13 3 31

（権利設定の日から 10

　Ｆ製材は安定取引協定書の計画等に基づき、Ｔ木住建の指定する期日までに、指定する規格・量
の２×４製品をＴ木住建の指定するプレカット工場に納入する。
　取引における取引時期、取引量、価格の決定・見直し方法については、安定取引協定書に記載。

備考 ：申請者と木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者との間で、協定書等により合意
形成された取引の内容について、引取時期、引取場所、引取量、価格の決定や見直し方法等を含めて記載
してください。

区分 合計

目標

備考
令和 令和 令和 令和 令和 令和
3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8

年度以降

スギ
11,000 13,700 16,500 17,500 19,000 77,700 20,000

(1,000) (3,700) (5,000) (6,000) (6,000) (21,700) (6,000)

：計画量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。また、計画量の
うち樹木採取区に由来する量について（　　　）書きで記載してください。
目標とする素材生産量の現状に対する増加量は、樹木採取区に由来する素材生産量以上でなければな

らない。記載例では、現状10,000＋採取区由来増加量6,000＝16,000 16,000よりも小さい数量の

目標は不可 16,000＋採取区以外増加量4,000＝20,000

本記載例では6,000㎥としているが、実際の申請書は4,100㎥として作成すること
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② 木材の取引 （単位：m3）

備考

１

２

３

４

③ 木材製品の取引 （単位：m3）

備考

１

２

３

４

５ ：木材利用事業者等における加工歩留まりを備考欄に記載してください。

（３）木材生産流通改善施設の整備（木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に記入すること）

区分
木材利用
事業者等

その他の
事業者

現状 合計

目標

備考
令和 令和 令和 令和 令和 令和
3 4 5 6 7 8

年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

丸太
（スギ）

※株式会社
　Ｆ製材

1,000 2,000 4,700 7,000 8,000 8,000 29,700 8,000

5 6 7 8
年度 年度 年度 年度 年度 年度以降

合計 1,000 2,000 4,700 7,000 8,000 8,000 29,700 8,000

：申請者から供給する木材（素材）について、木材利用事業者等及びその他の事業者別に記載してください。
区分欄には丸太、枝条などの区分とともに想定している主な樹種について（　）書きで記載してください。

：計画量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。なお、木材チッ
プなど一般に立方メートル表記以外の単位によるものは丸太換算材積によることとし、換算率を備考欄に記入
してください。

：現状は、過去３か年の単純平均値を記載してください。

：主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。

区分
木材利用
事業者等

その他
の

事業者

木材製品
利用

事業者等
現状 合計

製材 ※株式会社
Ｆ製材

※Ｔ木住建
株式会社

1,800 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 14,000 3,000 60%

２×４材 0 0 3,600 3,600 3,600 3,600 14,400 3,600

目標

備考
令和 令和 令和 令和 令和 令和
3 4

60%

合計 1,800 2,500 6,100 6,600 6,600 6,600 28,400 6,600

：区分は、木材利用事業者等が加工した木材製品別に記載してください。

：計画量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。なお、木材チップなど一般
に立方メートル表記以外の単位によるものは丸太換算材積によることとし、換算率を備考欄に記入してくださ
い。

：現状は

：主要取引先は、氏名又は名称に※印を付してください。

事業実施者
実施
時期

施設等種類
（所在地等）

整備する施設等の規模
（機械設備、能力）

事業費
（千円）

株式会社
Ｆ製材

令和4年
5月稼働
予定

製材施設
2×4スタッド製造ライン
原木消費量　100,000㎥/年

4,300,000
○○県○○●市

備考 ：「施設等種類」の欄は、所在地のほか製材施設、乾燥施設、プレカット施設、集成材加工施設、流通拠
点施設等の別を記載してください。

目標は不可 16,000＋採取区以外増加量4,000＝20,000

樹木採取区から木材利用事業者等を通じ木材製品利用事業者等に供給される予定である

木材取引量が樹木採取区から供給される予定である木材取引量の全体の５割を超えていること

記載例では、協定取引である2×４材 3,600×100/60＝6,000㎥

採取区からの供給量の5、過去３か年の単純平均値を記載してください。割 6,000×50/100＝3,000㎥を超えているので可
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（４）木材の新規需要開拓の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考

１

２

３

４

（５）木材利用事業者等であって木材の引取りを行うものの所在地

（７）実施期間 日 ～ 年 月 日

年間）

事業実施者 新規需要開拓の内容

Ｔ木住建株式会社 　株式会社Ｆ製材が製品輸出に対応できる工場を新設し、スギ２×４用
材を生産する。Ｆ製材との連携により、これまで米材が主であった２×
４住宅の部材のうち横架材以外についてスギ２×４材に転換する。
　Ｒ８年度以降の２×４材の使用量は3,600㎥/年（原木換算で6,000㎥/
年）。

：連携する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者が行う、樹木採取区に由来する木材
を用いて行う新規需要開拓の内容について記載してください。

：新規需要開拓とは、既存の国産材需要に影響を与えにくいと考えられる需要を開拓するものであり、従来木
材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：ＣＬＴ建築物、非住宅分野、土木分野、エネル
ギー分野における需要開拓等）、従来国産材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：２×
４建築部材、横架材、型枠合板、フローリング、家具等における需要開拓等）又はその他の取組（例：地元産
材の活用により差別化を図る取組（顔の見える木材での家づくり等）、輸出、国産材製品の競争力強化に資す
る取組、原木供給が不足している用途への供給等）を指します。

：新規需要開拓の内容として、取組を行う事業者ごとに内容とその取組に係る木材又は木材製品の供給量又は
使用量の目標（申請時から５年を経過した年度後以降の年間の計画量）を記載してください。

：供給量は、素材換算の立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入してください。

木材利用事業者等 所在地

株式会社Ｆ製材 ○○県○○●市　製材工場（○○●市工場）

（６）木材製品利用事業者等であって木材製品の引取りを行うものの所在地又は木材製品利用事業を
　　行う区域

木材製品利用事業者等 所在地又は区域

Ｔ木住建株式会社 ○○県●●市　Ｄ社プレカット工場

自： 権利設定の 至： 令和 13 3 31

（権利設定の日から 10
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３．木材の安定的な取引関係の確立に関する事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

備考

１

２

３

４

５

年度 事業実施者
資金
区分

施設等種類

資金調達先別金額（千円）

木材産業等
高度化推進資金

その他
金融機関
資金

その他 合計

短期資金 長期資金

株式会社
Ａ林業

設備
資金

機械購入費
第１年度

令和 運転
資金

権利設定料、樹
木料の支払代
金、人件費等3 年度

株式会社
Ａ林業

設備
資金第２年度

令和 運転
資金

樹木料の
支払代金
人件費等4 年度

株式会社
Ａ林業

設備
資金第３年度

令和 運転
資金

樹木料の
支払代金
人件費等5 年度

株式会社
Ａ林業

設備
資金第４年度

令和 運転
資金

樹木料の
支払代金
人件費等6 年度

株式会社
Ａ林業

設備
資金第５年度

令和 運転
資金

樹木料の
支払代金
人件費等7 年度

：事業実施者（借受者）ごとに作成してください。

：施設等種類の設備資金欄には、製材施設、乾燥施設、プレカット施設、集成材加工施設、流通拠点施設等を
記載してください。

：施設等種類の運転資金欄には、素材・製品の購入代金及び輸送費、機械・施設の使用料、作業労賃、木材の
流通に係るコーディネート費、権利設定料、樹木料等必要とする資金を記載してください。

：その他欄には、木材産業等高度化推進資金以外の制度資金、県単補助金、自己資金等を記載してください。

：木材産業等高度化推進資金を借り入れる場合には、所要資金額算出基礎を添付してください。

安定取引協定のために用意する資金を記載する

株式会社F製材、Ｔ木住建株式会社についても同様に記載
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４．木材の安定的な取引関係の確立に関する事業の全体概念図

申請者 木材利用事業者等 木材製品利用事業者等

株式会社Ａ林業 ※株式会社Ｆ製材 ※Ｔ木住建株式会社
素材生産量（㎥/年） 国産材原木消費量（㎥/年） 製品消費量（㎥）

安定取引協定以外による取引（製材、集成材、合板、チップ等） 安定取引協定以外による取引先
国産材原木消費量（㎥/年）

備考

１

２ ：申請者は、素材生産量の現状（記載可能な直近の３か年平均）及び目標（申請時から５年を経過した年度以降の年間の計画量）、そのうち樹木採取区での素材生産量を明記してください。

３ ：木材利用事業者等は、原木消費量の現状（記載可能な直近の過去３か年平均）及び目標（申請時から５年を経過した年度以降の年間の計画量）を明記してください。

４ ：新規需要開拓の内容と目標（申請時から５年を経過した年度後以降の年間の計画量）が分かるように記載してください。

主要取引先

凡　　　例

※

0 6,000 6,000

協定外取引（対川中事業者） 6,000

採取区 0 0 0

安定取引協定による取引
安定取引協定以外による取引

採取区

6,000 0

現状 目標 増加量

　全量 10,000 20,000 10,000

協定取引（対川中事業者） 4,000 14,000 10,000

増加量

　全量 100,000 200,000 100,000

新規需要内容：スギ２×４スタッド

新規需要 0 100,000 100,000

現状 目標

7,000

採取区 0

新規需要 0 0 0

6,000 6,000

新規需要 0 7,000 7,000

うち採取区 0 6,000 6,000

協定外取引（対申請者Ａ） 1,000 1,000 0

安定取引協定（対申請者Ａ） 0 7,000

現状 目標 増加量

　全量 ー ー ー

採取区 0 0 0

新規需要内容：国産材２×４住宅

新規需要 0 6,000 6,000

安定取引協定（対Ｆ製材） 0 3,600 3,600

採取区 0 3,600 3,600

新規需要 0 3,600 3,600

うち採取区 0 3,600 3,600

協定外取引（対F製材） 1,800 3,000 1,200

採取区 0 0 0

新規需要

採取区 0 0 0

現状 目標 増加量

　全量 ー ー ー

採取区 0 0 0

：事業者間の取引状況について、協定を結んでいる者が分かるように対応させて記載してください。また、協定に基づく取引数量の目標（申請時から５年を経過した年度以降の年間の計画量）について記載してください。さらに、木材利用事業者等、
木材製品利用事業者等について、主要取引先が分かるように記載してください。

住宅等建築工事業
建築リフォーム業

プレカット等木材製品製造業
土木工事業

製紙業
電気・熱供給業

等
協定外取引（対申請者Ａ） 5,000 5,000 0

採取区 0 0 0

0 0

協定（対申請者Ａ） 4,000 7,000 3,000

採取区 0

原木：7,000㎥
内採取区：6,000㎥

加工歩留まり60％

スタッド：3,600㎥
（原木換算：6,000㎥）

内採取区：3,600㎥
（原木換算：6,000㎥）

原木：1,000㎥
内採取区： 0㎥

原木：12,000㎥
内採取区： 0㎥
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申請様式５-１：木材の安定取引の確実性 

以下該当する項目に関して数値を記入するほか、該当する項目にチェックをしてください。 

木材の安定取引の

確実性 

ア 現在行っている協定に基づく取引が素材生産量に占める割合はどの程度ですか。

現状の素材生産量（B）のうち、協定に基づく取引量  4,000 m3（D） 

□ 協定に基づくものが７割以上 （ (D)/(B)≧0.7 ） 

☑ 協定に基づくものが３割以上７割未満 （ 0.3≦(D)/(B)＜0.7 ）

□ 協定に基づくものが３割未満 （ (D)/(B)＜0.3 ） 

※ 当該協定書の写しを添付すること。 

※ 「現在行っている協定」とは、申請時点において既に協定に基づく取引を行ってい

るもので、樹木採取権設定後の安定取引協定とは別の協定です。

イ 連携する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者が行う、樹木採

取区に由来する木材を用いて行う新規需要開拓（備考）の内容について、計画する量の、取

引量の増加量に占める割合はどの程度ですか。

☑ 新規需要開拓の計画量が、取引量の増加量の過半を占める。

□ 新規需要開拓の計画量が、取引量の増加量の半分以下である。

□ 新規需要開拓の計画量が、計画にない（国産材需要のある分野での量的拡大計画で

ある。）。

ウ 樹木採取区由来の木材が樹木採取区の所在する都道府県内の連携する木材利用事業者等

に供給される割合はどの程度ですか。

☑ ８割以上

□ ５割以上８割未満

□ ３割以上５割未満

□ ３割未満

エ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号。以下「ク

リーンウッド法」という。）に基づく登録木材関連事業者又は木材・木材製品の合法性、

持続可能性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材供給事業者として認定を受けて

いる木材関連事業者（以下「合法木材供給事業者」という。）が、申請者又は協定者であ

る川中事業者等に含まれますか。

☑ 申請者又は協定者である木材利用事業者等がクリーンウッド法の登録木材関連事業

者である。

□ 申請者又は協定者である木材利用事業者等が合法木材供給事業者として認定を受け

ている木材関連事業者である。

※ 合法木材供給事業者であることが確認できる合法木材供給事業者認定証の写しを添

付すること。

□ 申請者も協定者である木材利用事業者等もクリーンウッド法の登録木材関連事業者

又は合法木材供給事業者でない。

 

備考：イの新規需要開拓とは、既存の国産材需要に悪影響を与えないと考えられる需要を開拓するものであり、従来木材の

利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：ＣＬＴ建築物、非住宅分野、土木分野、エネルギー分野）、

従来国産材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：２×４建築部材、横架材、型枠合板、フローリ

ング、家具）又はその他の取組（例：地元産材の活用により差別化を図る取組（顔の見える木材での家づくり等）、輸

出）を指します。 

申請様式５の２と矛盾がいないことの確認 

「樹木採取区の所在する都道府県内の」であることに注意 

該当する項目に 

チェック

合法木材供給事業者である場合は、合法木材供給事業者認定証の写しの添付も確認 

実際の数量を記載。申請者の現状の素材生産量が上限 

現状の素材生産量は申請様式５の１（１）過去の実績の平均値を用いる。記載例では10,000㎥。 

イ の「新規需要開拓」については、「国産材需要のある分野での量的拡大」を含みません。なお、「国産材需要のある 
 分野での量的拡大」とは、行使の指針の別記の備考で指す「新規需要開拓」の内、「国産材製品の競争力強化に資

す る取組、原木供給が不⾜している用途への供給等」のことをいいます。 

備考欄に記載のとおり、申請様式５の2（４）備考２の「新規需要開拓」の内、国産材製品の競争力強化に資
する取組」、「原木供給が不⾜している用途への供給等」については評価対象外です。 
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申請様式５-２：木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他の事業者の誓約書 
 

 

木材の安定取引に係る誓約書 

 

申請者が提出する申請書（申請様式５及び５－１）の内容は、当社の事業内容、事業計画と相

違ないことを証します。また、申請者に樹木採取権が設定された際には、国による報告徴求、調

査（実地調査を含む。）があった場合は真摯に協力し、これを拒みません。 

 

令和○○年○○月○○日 

  ◎◎森林管理局長 殿 

 

 

○○県○○●市□□町○○丁目○番-○    

                     株式会社 Ｆ製材         

代表取締役 板柱 成美      

 

 

△□県●△市○○町○○丁目○番-○    

Ｔ木住建株式会社           

代表取締役 木乃家 建    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定取引協定書については、添付のとおり。 

 

 
備考 

１：審査基準等第１の１（１）ウ（エ）の安定取引協定に係る協定書（申請者が樹木採取権の設定を受けることを条件に発

効することとされているものを含む。）の写しを添付してください。 

２：誓約書記載の住所氏名は添付した協定書と一致させてください。 

３：誓約書は、関係する木材利用事業者等、木材製品事業者等及びその他の事業者が連名又は単独で作成してください。 

 

申請書の提出日と同日でなくても可。元号から記載 

申請日より後の日付は不可 

連名又は単独で記載 

実際の安定取引協定書の写しを添付する 
記名押印欄も漏れなく添付すること 

局名は森林管理局で予め記載 

記載例では他に協定締結者はいませんが、複数枚になってもいいので、
協定締結者全員分の誓約書が必要。 
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申請様式６：地域の産業の振興に対する寄与に関する事項 

（規則第28条の９第１号関係） 

 

以下の項目に関して、数値又は具体的内容を記入するほか、該当する項目にチェックをしてください。 

項目 具体的な内容 

１ 雇用の増

大 

① 新規雇用の計画 

□ 今後５年間で現場作業職員の新規雇用（直接雇用かつ常用雇用者）の計画がある。 

※ 樹木採取区が所在する都道府県に居住する者の新規雇用計画を添付してください。 

 

② 新規雇用の実績 

☑ 過去１年間に樹木採取区が所在する都道府県に居住する者の新規雇用（直接雇用かつ

常用雇用）があり、申請の日まで雇用が継続している。 

※ 樹木採取区が所在する都道府県において雇用した日が確認できる資料を添付してく

ださい。 

□ 申請の日において、樹木採取区が所在する都道府県においてハローワーク等により求

人活動をしている。 

※ 求人活動が確認できる資料を添付してください。 

 

２ 作業員の

地元雇用 

樹木採取権に係る事業に従事する作業員のうち申請に係る樹木採取区を管轄する森林管理署

（森林管理署の支署及び森林管理事務所を含む。以下同じ。）管内に居住している者の割合

（申請様式７－１と整合させてください。）   ８９％ 

※ 樹木採取区を所管する森林管理署の管内については別添を参照してください。 

 

３ 本店、支

店又は営業

所の所在地 

樹木採取区の所在する市町村内に本店、支店又は営業所がある場合、都道府県名及び市町村

名を記載してください。 

本店所在都道府県名及び市町村名：    ○○県○○●市                   

   支店所在都道府県名及び市町村名：   ○○県□■市                  

   営業所所在都道府県名及び市町村名：                      

 

４ 民有林と

の連携 

① 樹木採取区の所在する市町村又は旧郡において、森林経営管理法に基づく経営管理実施

権の設定を受けている場合、市町村名を記載してください。 

市町村名：               

※ 経営管理実施権の設定を受けていることを証明する書類の写しを添付してください。 

 

② 樹木採取区の所在する市町村を含む地域において、森林法（昭和26年法律第249号）に

基づく森林経営計画を作成し、市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣から当該森林経

営計画の認定を受け、民有林の施業を行っている場合、当該市町村名を記載してくださ

い。 

市町村名： ○○●市          

※ 申請者が認定を受けた森林経営計画書の写し及び当該森林経営計画に係る森林におい

て施業を行っていることを証明する書類の写しを添付してください。 

 

③ 樹木採取区の所在する市町村又は旧郡において、森林経営計画策定森林の施業を受託し

ている場合、当該市町村名を記載してください。 

市町村名：              

※ 当該森林に係る森林経営計画書の写し及び当該森林において施業を受託したことを証

明する書類の写しを添付してください。 

 

④ 樹木採取区の所在する都道府県において、民有林の施業を実施している場合、都道府県

名を記載してください。 

施業を実施している都道府県名：              

該当する項目にチェック、必要な添付書類も確認 

割合を記入。申請様式７-１と整合 署管内の市町村名が列挙された資料等 

該当箇所を記載 

該当箇所を記載 

必要な証明書類の添付 
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※ 樹木採取区の所在する都道府県において、民有林の施業を実施していることを証明す

る書類の写しを添付してください。 

 

５ 災害協定

等の有無 

① 国有林、農林水産省（国有林以外）、国（他機関）、都道府県又は市町村と申請時点に

おいて災害協定を締結している場合、協定相手方を記載してください。 

協定締結相手： ○○森林管理署長、国土交通省□□河川国道事務所       

※ 締結している災害協定等の写しを添付してください。 

 ※ 樹木採取区が所在する都道府県におけるものが対象です。 

 

② 防災活動に関する表彰を国有林、農林水産省（国有林以外）、国（他機関）、都道府県

又は市町村から受けた実績がある場合、具体的に記載してください。 

表彰の名称：                       

※ 表彰の実績を証明する書類の写しを添付してください。 

 ※ 樹木採取区が所在する都道府県におけるものが対象です。 

 

③ 国土緑化活動の取組として、植林活動、国又は地方公共団体等との分収林等の取組実績

がある場合、実施相手先を記載してください。 

    実施相手先：                        

※ 植林活動の実績を証明する書類の写し又は分収林等の契約書等の写しを添付してくだ

さい。 

※ 樹木採取区が所在する都道府県におけるものが対象です。 

 

④ 防災に資するボランティア活動を実施した実績がある場合、具体的に記載してくださ

い。 

ボランティア活動の具体的内容：                     

※ 防災に資するボランティア活動を実施した実績を証明する書類の写しを添付してくだ

さい。 

※ 樹木採取区が所在する都道府県におけるものが対象です。 

 

  該当箇所を記載 

必要な証明書類の添付 
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申請様式７：雇用管理の改善に関する事項 

（規則第28条の９第３号関係） 

 

以下該当する項目にチェックしてください。 

１ 作業員の雇用

形態 

申請に係る樹木採取区における事業に配置を予定する全ての作業員の雇用につい

て、以下のいずれに該当しますか（申請様式７－１と整合させてください。）。 

☑ 作業員の７割以上が直接雇用かつ常用雇用者である。 

□ 作業員の５割以上７割未満が直接雇用かつ常用雇用者である。 

□ 作業員の過半数が臨時雇用者であるか、または下請の雇用者等である。 

 

２ ワーク・ライ

フ・バランス等

の推進 

 

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下

「女性活躍推進法」という。）に基づく認定を受けていますか。 

□ 「プラチナえるぼし認定企業」である。（注１） 

□ 「えるぼし３段階目認定企業」である。（注２） 

□ 「えるぼし２段階目認定企業」である。（注２） 

□ 「えるぼし１段階目認定企業」である。（注２） 

※ 「プラチナえるぼし認定企業」又は「えるぼし認定企業」の認定証の写

し及びその実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していることを証明す

る書類を添付してください。 

注１ 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 

注２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

（労働時間等の働き方に係る基準を満たしている場合に限る。） 

 

② 常用雇用者が300人以下の事業主である場合、女性活躍推進法に定める一般事

業主行動計画を策定していますか（申請時点において計画期間が満了していな

い行動計画を策定している場合に限る。）。 

□ 行動計画を策定している。 

※ 策定した行動計画の写しを添付してください。 

 

③ 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく認定を受けてい

ますか。 

□ 「プラチナくるみん認定企業」である。 

□ 「くるみん認定企業（新基準）」である。（注１） 

□ 「くるみん認定企業（旧基準）」である。（注２） 

※ 「プラチナくるみん認定企業」又は「くるみん認定企業」の認定証の写

しを添付してください。 

注１ 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２

９年厚生労働省令第３１号）による改正後の認定基準に基づく認定 

注２ 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改

正前の認定基準又は同令附則第２条第３項の規定による経過措置に基づ

く認定 

 

④ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく認定を受

けていますか。また、若者の採用・育成に取り組んでいますか。 

□ 「ユースエール認定企業」である。 

※ 「ユースエール認定企業」の認定証の写しを添付してください。 

☑ 過去３年間に若手（35歳未満）の新規雇用があり、申請の日まで雇用が継

続している。 

※ 雇用した日が確認できる資料を添付してください。 

※ 雇用した日に35歳未満であることが必要です。 

□ インターンシップの受入れや合同説明会への出席、各種の資格取得支援等

該当する項目にチェック 
必要な証明書類の添付 

該当項目がある場合にチェック 
必要な証明書類の添付 

該当項目がある場合にチェック 
必要な証明書類の添付 
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若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。 

※ 上記の取り組みが分かる資料を添付してください。 

※ インターンシップの受入れや合同説明会への実績は、申請年度を含む直

近３事業年度に取り組んだ実績が該当します。 

※ 各種資格取得等支援等については申請時点も継続して支援する体制を整

えている場合が該当します。 
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申請様式７-１：雇用の状況

１．雇用の状況

（ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

備考

１ ：「事務系等職員数」には、現場作業職員以外の全ての雇用労働者数を記載してください。

２

３ ：「臨時・季節」には、雇用契約において定められた雇用期間が４か月未満の雇用労働者数を記載してください。

４ ：「その他」には、常用及び臨時・季節のいずれにも当てはまらない雇用労働者数を記載してください。

２．社会保険・労働保険等への加入状況等

備考

１ ：申請時における全ての現場作業職員について記載してください。

２

３ ：「直接雇用かつ常用の者」の場合には雇用形態の「適否」欄に「適」と記載してください。

４

５

６

７

８

９ ：「備考」欄には、当該作業職員について特記すべきことがあれば記載してください。

：「直雇/下請」欄には直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、「常用/臨時欄」には直接雇用者に限
り、常用又は臨時の別を記載してください。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者
を直接雇用者とし、当該組合の組合員のうち、樹木採取権における作業に従事する予定である組合員が直接雇用し
た者を下請企業等の雇用者としてください。

：「居住地」欄には、現場作業職員の居住する市町村名を記載してください。なお、居住地（市町村名）が証明で
きる資料を添付してください。

：現場作業職員のうち、申請に係る樹木採取区を管轄する森林管理署管内に居住している者には、地元雇用の「適
否」欄に「適」と記載してください。

：雇用形態及び地元雇用の「適否」欄の「計」には、「適」とする現場作業職員数が現場作業職員数の計に占める
割合を％で記載してください。

：「社会保険・労働保険等への加入状況」欄には、社会保険・労働保険等の加入状況について、該当欄に○印を記
載するとともに、加入状況が確認できる資料を添付してください。なお、当該資料において被保険者等記号・番号
等が記載されている場合は、当該記号・番号等にマスキングを施したものを添付してください。

社保等は下請負事業
所で加入○ ○ ○ ○

適 ○ ○ ○

○ ○ ○

89 9 9 9 8 8

○

適 ○ ○

○ ２

○ ○ ○ ○ ○ ２

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

適 ○ ○ ○ ○ ○

○○●市

適

適

適

適

適

○○●市

○○●市

×××市

□■市

□■市

○○●市

□■市

□■市

78

下請 常用

常用 適

直雇 常用 適

直雇 臨時

常用 適

直雇 常用 適

直雇 常用 適

10

計

山林　良男

林野　林子

国林　有美

杉山　緑

赤松　太

檜山　輝明

4

5

6

7

8

9

1

2

3

直雇 常用 適

直雇

労災
保険

雇用
保険

居住地

○ ○

：「常用」には、雇用契約において雇用期間の定めのない又は４か月以上の雇用期間が定められている雇用労働者
数を記載してください。「通年」には、常用のうち１年以上継続雇用している人数を記載してください。

No.
現 場
作 業 職 員
氏 名

雇用形態

直雇/
下請

常用/
臨時

適否 適否

人 11 人9

実績

備考

社会保険・労働保険等への加入状況

健康
保険

厚生
年金
保険

地元雇用

計

人

人

人

7
7

1

計

9 人

9

1 人

1 人1

2 人

2

現場作業職員数 事務系等職員数雇用形態

常 用

（ う ち 通 年 ）

臨 時 ・ 季 節

「現場従事年数」欄には、素材生産に関して現場従事実績が直近年度末までに３年以上ある場合は○印を、２年以
上３年未満の場合は「２」を、１年以上２年未満の場合は「１」を、１年未満の場合は△印を、実績がない場合は
×印を記載してください。素材生産に関する現場従事実績が１年以上３年未満の場合は、北海道北の森づくり専門
学院等で２年間の課程を修了しているなど作業の質や安全性等に関して現場従事実績が３年以上ある者と同程度以
上の能力を有していることを証する書面を添付してください。現場従事実績を３年以上有するとした現場作業職員
については北海道の認定基準と同等の、現場従事実績を証する資料を添付してください。

植杉　密夫

唐松　紅葉

桐山　高志

直雇 常用 適

直雇

退職
金共
済等

現場
従事
年数

人

人

2
そ の 他

人

備考８を参照し「○、△、×、１、２」のどれかを記載する

申請様式２の12と整合させて記載
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申請様式８：国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に関する事項 

（規則第28条の９第４号関係） 

１．樹木採取区における樹木の採取後の植栽に寄与する施業上の提案（例：苗木の調達、一貫作業によ

る再造林の工夫等） 

苗木に関しては森林管理署との請負契約の仕様に従いますが、特段の指示がない限りコンテナ苗を使用しま

す。また、造材ポイントで発生する枝条で利用できないものは１箇所に集積せず、継続的に使用しない作業道

跡の表土保護等に利用することで植付け作業の支障にならないように工夫します。搬出時に使用した森林作業

道を利用した機械地拵えを基本とし、伐採搬出作業と一貫して行いコストを縮減します。獣害対策用防護柵の

資材運搬、苗木の運搬等についても一貫作業の中で最も効率の良い方法で行います。 

備考：申請様式８－１「植栽の意思表明書」を添付してください。 

２．その他樹木採取権に係る事業を実施する際の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に

ついての工夫（例：自主的な林道の草刈、樹木採取区以外の国有林野の巡視報告、独自に取得した空

中写真や測量データ等の国への提供、施業又は森林の保護における先進的な取組及びその結果の報告

等） 
樹木採取区までの通勤経路にある国有林野について、異状等を発見した場合は直ちに森林管理署へ報告しま

す。 

作業日報にシカ目撃情報を記載し、森林管理署へデータ提供を行います。 

各伐区において樹木の採取前と採取後、植付作業完了後にドローンによる林況写真の撮影を実施し森林管理

署へ撮影データの提供を行います。 

３．過去の事

業における

不誠実な行

為 

 以下に該当している場合はチェックしてください（※事実関係を森林管理局長が調査

します。）。 

□ 過去５年間に、国から法第８条の21に基づく指示を受けたものの国から改善が不

十分との指摘を受けた又は指示を受けたこと等により樹木採取権を取り消されたこ

とがある。

□ 過去２年間に、樹木採取権消滅又は移転後の評価の結果、申請書類等に記載され

た事項が実施されなかったと認める旨の通知を受けたことがある。

□ 過去２年間に、国有林材の安定供給システムによる販売に係る直近の国との協定

において改善の指導を受けたものの十分な対応をせず、国が意図した結果にならな

かったことがある。

□ 過去２年間に、国有林野事業の素材生産事業、造林請負事業、立木販売又は製品

販売において、指名停止の処分を受けたことがある。

備考：国からの通知等の写しを添付してください。 

提案内容は具体的に記載
実現可能性と国有林の事業品質向上につながる工夫がなされているかという観点を持った内容

提案は複数記載可

該当する場合のみチェック。通知書の写しの添付
申請の後で発覚した場合は虚偽申請となります
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申請様式８-１：植栽の意思表明書 

令和○○年○○月○○日 

◎◎森林管理局長 殿

○○県○○市○○町○○丁目○番-○

株式会社 Ａ林業

代表取締役 ▲■ ■■

植栽の意思表明書 

下記の樹木採取区内の樹木の採取跡地における植栽について、国有林野の管理経営に関する法

律（昭和26年法律第246号）第８条の７の公募において示された樹木採取権運用協定書案及び樹木

採取権実施契約書案のとおり樹木採取権運用協定及び樹木採取権実施契約を締結し、当該植栽を

実施する旨表明します。 

記 

樹木採取区の名称 

◎◎１地名樹木採取区

元号から記載

局名は森林管理局で予め記載
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申請様式９：参加資格要件に関する誓約書 
（規則第28条の９第４号関係） 

令和○○年○○月○○日 

◎◎森林管理局長 殿

○○県○○市○○町○○丁目○番-○

株式会社 Ａ林業

代表取締役 ▲■ ■■

参加資格要件に関する誓約書 

◎◎１地名樹木採取区に係る国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年法律第246号）第８条

の７の公募において示された参加資格要件を充足していること及び樹木採取権に係る一切の事業

が終了するまで充足することを誓約します。 

下記１から６までについて誓約するとともに、下記５に掲げる事項の公表に同意し、下記７及

び８のいずれにも該当せず、また樹木採取権に係る一切の事業が終了するまで該当しないことを

誓約します。 

また、貴庁の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券

報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することに

ついて同意します。 

この誓約及び同意が虚偽であり、又はこの誓約及び同意に反したことにより、当方が不利益を

被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

記 

１ 樹木採取権者に選定された際には、樹木採取権の設定後、直ちに（原則として樹木採取権

の設定の日に）、公募において示された樹木採取権運用協定書の案の内容で樹木採取権運用

協定を締結すること。 

２ 樹木採取権が設定された際には、公募において示された樹木採取権実施契約書の案の内容

で樹木採取権実施契約を締結すること。 

３ 樹木採取権実施契約を締結せずに樹木を採取しないこと。 

４ 申請書の内容に即して事業を行うこと。 

５ 樹木採取権を設定する者の選定結果の公表、樹木採取権の設定又は移転の際の樹木採取権

者名等の公表並びに樹木採取区管理簿、権利設定料の額及び算定方法、樹木採取権実施契約

の締結期間、樹木の採取その他の事業の実施状況等の公表に同意すること。 

６ 森林管理局の造林事業請負契約の入札において共通して課している要件に適合すること。 

元号から記載

局名は森林管理局で予め記載
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７ 樹木採取権者として不適当な者 

（１）法人等（個人又は法人をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合

は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。

以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

８ 樹木採取権者として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等その他樹木採取権に係る業務を行う者の業務を妨害

する行為を行う者

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者
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申請様式10：欠格事由に関する誓約書 
（規則第28条の９第４号関係） 

令和○○年○○月○○日 

◎◎森林管理局長 殿

○○県○○市○○町○○丁目○番-○

株式会社 Ａ林業

代表取締役 ▲■ ■■

欠格事由に関する誓約書 

国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年法律第246号）第８条の11各号に定める欠格事由に

該当せず、樹木採取権に係る一切の事業が終了するまで該当しないことを誓約します。 

備考：審査基準等第１の１（３）エ（キ）から（ヌ）において該当する事項があれば、その事項と該当する理由について、別

に記載して提出してください。

元号から記載

局名は森林管理局で予め記載
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参考様式：採取希望時期（任意提出）

１．樹木採取権実施契約締結予定時期

２．採取希望時期

備考

１

２ ：採取希望時期欄の希望する期に○印を記載してください。

３ ：第１期に採取を希望する箇所は１年目採取希望箇所と２年目、３年目以降とを分けて記載してください。

４ ：第３期以降の採取を希望する箇所は空欄としてください。

５ ：樹木の採取に関する基準への適合の必要性等により、希望どおりにならない場合もあります。

６

11 136 に 32.14

9 132 ほ 6.24 ○

○ ○ ○

14.56 ○ ○

○

4 130 ち1 9.66 － － －

5 131 い 5.42 ○

2 130 い2 16.82 － － － ○

3 130 ほ 5.11 － － －

1 128 い 2.85 ○

1 128 ろ 2.11 ○

区域番号 林 班 小 班 区画面積
 （ha）

第１期

採 取 希 望 時 期

第２期
１年目 ２年目 ３年目以降

始期 終期

第１期

第２期

参考（第３期以降）

令和4年6月1日 令和5年3月31日

令和5年4月1日 令和10年3月31日

令和10年4月1日 －

：本様式の提出は任意です。国の計画等の策定等の参考として使用します。提出しないことで不利な扱いを受け
ることはありません。

：採取希望欄に「－」が記載されている箇所については、該当期間の終期まで採取することができない小班であ
るため、何も記載しないでください。

6 131 は 2.82

8 132 は 2.55

10 132 と 28.68

○

7 131 に

森林管理局で予め記載
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（参考）事業者間の協定書の例 

 

木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例１－１） 

（素材生産業者 ⇔ 木材利用事業者等） 

 

素材生産業者Ａ林業株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）と製材業者Ｂ製材株

式会社 代表取締役社長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以下

のとおり締結する。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する素材の規格及び数量に関する計画を、次の素材取引計画のとおり定める。 

素材取引計画                                （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

丸太（スギ、

ヒノキ） 

1,200 1,600 1,800 1,800 2,000 8,400 

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の素材取引計画のとおり素材を供給する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の素材の供給において、乙が甲から素材を引き取る場所は次の箇所とし、これを変更する

場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａ林業中間土場（図面は別紙のとおり） 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る素材の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定す

る。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った素材の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り込

む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この

協定の変更又は解除をすることができる。 

資料３－２



２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが

できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の素材取引計画について甲、乙で協議して定

め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間として、

本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ａ林業株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ｂ製材株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

 

 

 

 

 

※注１ 本参考例は、審査基準等通知（国有林野の管理経営に関する法律基づく樹木採取権の設定等に

係る森林管理局 長の処分に関する審査基準等の標準例について（令和２年３月 30 日元林国経第

165 号林野庁長官通知））別紙第１の１（１）（カ）等を踏まえて作成しています。 

 

※注２ 本参考例は、樹木採取権の設定に係る要件に適合するための基本的かつ最低限の内容を例示し

たものです。実際に締結する協定書については、事業者の皆様の当事者間で必要な内容を検討

し、作成していただく必要があります。  



 

木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例１－２） 

（素材生産業者 ⇔ 木材利用事業者等） 

 

素材生産業者Ａ林業株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）と合板業者Ｂ合板株

式会社 代表取締役社長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以下

のとおり締結する。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する素材の規格及び数量に関する計画を、次の素材取引計画のとおり定める。 

素材取引計画                                （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

丸太（スギ、

ヒノキ） 

1,200 1,600 1,800 1,800 2,000 8,400 

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の素材取引計画のとおり素材を供給する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の素材の供給において、乙が甲から素材を引き取る場所は次の箇所とし、これを変更する

場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａ林業中間土場（図面は別紙のとおり） 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る素材の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定す

る。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った素材の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り込

む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この

協定の変更又は解除をすることができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが



できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の素材取引計画について甲、乙で協議して定

め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間として、

本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ａ林業株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 ○○県○○町○○ 

                      氏名 Ｂ合板株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

  



木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例１－３） 

（素材生産業者 ⇔ 木材利用事業者等） 

 

素材生産業者Ａ林業株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）とチップ業者Ｂチッ

プ株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以

下のとおり締結する。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する素材の規格及び数量に関する計画を、次の素材取引計画のとおり定める。 

素材取引計画                                （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

丸太・枝条
（スギ、ヒ

ノキ） 

1,200 1,600 1,800 1,800 2,000 8,400 

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の素材取引計画のとおり素材を供給する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の素材の供給において、乙が甲から素材を引き取る場所は次の箇所とし、これを変更する

場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａ林業中間土場（図面は別紙のとおり） 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る素材の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定す

る。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った素材の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り込

む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この

協定の変更又は解除をすることができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが



できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の素材取引計画について甲、乙で協議して定

め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間として、

本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ａ林業株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 ○○県○○町○○ 

                      氏名 Ｂチップ株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

 

  



木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例２－１） 

（木材利用事業者等 ⇔ 木材製品利用事業者等） 

 

 

製材業者Ｂ製材株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）とＡ建設株式会社代表取

締役社長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以下のとおり締結す

る。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する木材製品の規格及び数量に関する計画を、次の木材製品取引計画のとおり

定める。 

木材製品取引計画                             （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

２✕４材 720 960 1,080 1,080 1,200 5,040 

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の木材製品取引計画のとおり木材製品を供給する。 

２ 甲から木材製品の供給を受けた乙は、（例：国産材２✕４住宅の建設など）新規の需要開拓の取組

を実施する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の木材製品の供給において、乙が甲から木材製品を引き取る場所は次の箇所とし、これを

変更する場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａ建設株式会社○○工場 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る木材製品の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定

する。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った木材製品の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り

込む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この



協定の変更又は解除をすることができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが

できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の木材製品取引計画について甲、乙で協議して

定め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間とし

て、本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ｂ製材株式会社  代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ａ建設株式会社  代表取締役社長 ○○○○ 

  



木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例２－２） 

（木材利用事業者等 ⇔ 木材製品利用事業者等） 

 

 

合板業者Ｂ合板株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）とＡプレカット株式会社 

代表取締役社長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以下のとおり

締結する。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する木材製品の規格及び数量に関する計画を、次の木材製品取引計画のとおり

定める。 

木材製品取引計画                             （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

ＬＶＬ 720 960 1,080 1,080 1,200 5,040 

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の木材製品取引計画のとおり木材製品を供給する。 

２ 甲から木材製品の供給を受けた乙は、（例：国産材２✕４住宅の建設など）新規の需要開拓の取組

を実施する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の木材製品の供給において、乙が甲から木材製品を引き取る場所は次の箇所とし、これを

変更する場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａプレカット株式会社○○工場 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る木材製品の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定

する。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った木材製品の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り

込む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この



協定の変更又は解除をすることができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが

できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の木材製品取引計画について甲、乙で協議して

定め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間とし

て、本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

氏名 Ｂ合板株式会社  代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 ○○県○○町○○ 

氏名 Ａプレカット株式会社  代表取締役社長 ○○○○ 

  



 

木材の安定的な取引関係の確立に関する協定書（例３） 

（素材生産業者 ⇔ 卸売業者） 

 

 

素材生産業者Ａ林業株式会社代表取締役社長 ○○○○（以下「甲」という。）と卸売業者Ｉ県森林

組合連合会会長 ○○○○（以下「乙」という。）とは、木材の安定供給に関する協定を以下のとおり

締結する。 

ただし、この協定は第三者に対するそれぞれの公正かつ自由な競争を阻害するものではない。 

 

（趣旨） 

第１条 甲、乙は、信義に従って誠実に本協定の履行に努める。 

 

（計画の作成） 

第２条 甲、乙は、取引する素材の規格及び数量に関する計画を、次の素材取引計画のとおり定める。 

素材取引計画                                （単位：m3） 

    年度 

規格 
１年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計 

       

    

（事業の実施） 

第３条 甲は乙に対し、前条の素材取引計画のとおり素材を供給する。 

２ 甲から素材の供給を受けた乙は、当該素材を乙が別途締結する協定に基づき、素材の加工を行う事

業者に供給する。 

 

（取引場所） 

第４条 前条の素材の供給において、乙が甲から素材を引き取る場所は次の箇所とし、これを変更する

場合は、○日前までに甲と乙で調整する。 

引取場所 ○○県○○町大字○○ □□□ Ａ林業中間土場（図面は別紙のとおり） 

 

（取引価格） 

第５条 乙が甲から引き取る素材の取引価格は、○○市場の価格を基に甲及び乙が協議の上、決定す

る。 

２ 取引価格は○ヶ月ごとに見直す。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、甲から引き取った素材の代金については、翌月○日までに甲の指定する口座に振り込

む。 

 

（変更等） 

第７条 この協定を変更又は解除しなければならない事態が発生した場合には、甲、乙で協議し、この



協定の変更又は解除をすることができる。 

２ 甲又は乙は、相手方が故意又は過失によりこの協定に違反したときは、この協定を解除することが

できる。 

 

（期間） 

第８条 この協定の有効期間は、甲に○年○月○日に公募された樹木採取権が設定された日から５年間

とする。 

 

（協定の再締結） 

第９条 前条の期間満了の１か月前までに向こう５年間の素材取引計画について甲、乙で協議して定

め、その他については本協定と同一条件で、当該期間満了の日の翌日から５年間を有効期間として、

本協定を更新するものとし、以後も同様とする。 

２ 甲又は乙に、前項に定める本協定の更新の意向がない場合は、前条の期間満了の２か月前までに、

その旨を書面をもって申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 10条 具体的な取引の時期、納材方法など本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、

乙で協議の上定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

甲 住所 ○○県○○町○○ 

  氏名 Ａ林業株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

乙 住所 Ｉ県○○町○○ 

  氏名 Ｉ県森林組合連合会 会長    ○○○○ 

 



評　　価　　基　　準

大項目 中項目 項目 評価視点

同種事業の実績（過去３年間） 8 過去３年間の発注先別の同種事業の実績状況について評価する

労働災害の発生頻度（過去３年間） 9 過去３年間の休業４日以上の労働災害の有無について評価する

木材の安定取引の状況 12 申請時点における素材生産量に対する協定に基づく取引の割合について評価する

14 新規雇用の計画について評価する

15 新規雇用の実績について評価する

作業員の地元雇用 16 事業に従事する作業員が地域内に居住しているか評価する

ボランティア活動の実績 23 防災に資するボランティア活動の実績について評価する

生産量の増加 25 素材生産量を積極的に増加する目標を有しているか（増加率）について評価する

作業員の雇用形態 27 事業に従事する作業員の雇用形態について評価する

29 女性活躍推進法に基づく認定について評価する

31 若者の雇用について評価する

評価一覧表

評　価　項　目
配点

価格点 申請額 樹木料の申請額 価格点＝（審査対象事業者の申請額／申請者のうち最高額を提示した者の申請額）2

✕価格点の配点数
100

整理番号

1

加算点

国有林野の適切
かつ効率的な管
理経営の実施の
確保

事業の基本的な
方針

施業の方法 2

木材の安定的な
取引関係の確立
に関する方針

適切かつ効率的
な国有林野の管
理経営の実施の
確保に資する工夫

国有林野の管理経営に資する事業実
施上の取組

6

事業の実施体制

企業の信頼性

13

地域における産業の振興に対する寄
与の程度

雇用の増大

国土緑化活動に対する取組 22

25

自然環境への配慮 3
自然環境への配慮（地域の自然環境特性等を踏まえ、作業時の周辺環境の保全及び開設した
路網の維持管理について具体的方法、対境関係上の配慮事項等が提示されているか）に関す
る工夫について評価する

安全対策 4 作業時の安全確保に関する具体的取組について評価する

木材の新規需要開拓の具体性・確実
性

5
連携する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその他事業者が行う、樹木採取区に
由来する木材を用いて行う新規需要開拓の内容について、既存の国産材需要に悪影響を与え
ないかどうかという観点から評価する

施業の方法（路網開設及びその維持を含む。）が、国の定めた樹木の採取に関する基準及び地
域管理経営計画に即したものとなっているか及び地域の地形、地質、降水量等を踏まえた配慮
事項が提示されているかについて評価する

樹木採取権に係る事業を実施する際の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保
についての工夫（自主的な林道の草刈等）について評価する

国有林野の適切かつ効率的な管理経
営の実施の確保のために定める契約
事項に関する事項

7 樹木採取権における樹木の採取後の植栽に寄与する施業上の提案について評価する

申請者又は協定者である木材利用事業者等がクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者又
は木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材供給事
業者の認定を受けている木材関連事業者であれば評価する

20

技術者等の能力

技術者の事業経験（過去５年間） 10
過去５年間の、農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村が発注した素材生産事業を元請
で事業実施した現場代理人の（実）人数について評価する

技術者等の保有資格 11

フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理責任者）、フォレストマネー
ジャー（統括現場管理責任者）、森林施業プランナー、森林作業道作設オペレーター、低コスト作
業路企画者又は技術者、技術士、林業技士、フォレスター（森林総合監理士）について、複数の
資格を有している人数について評価する

その他の実施体
制 クリーンウッド法における登録木材関

連事業者等

31

本店、支店又は営業所の所在の有無 17
当該樹木採取区の所在する都道府県及び市町村内における本店、支店又は営業所の所在の
有無について評価する

木材の地元利用 18
樹木採取区に由来する木材が当該樹木採取区のある都道府県内の連携する木材利用事業者
等に供給されることを評価する

民有林との連携 19
樹木採取区の所在する地域の民有林において森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設
定を受けているか、施業を実施したかなどについて評価する

災害協定等の締結 20
国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県又は市町村と申請時点において協
定を締結している場合について評価する

防災活動に関する表彰 21
国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県又は市町村からの防災活動に関す
る表彰の実績について評価する

植林活動、国又は地方公共団体との分収林等の取組実績について評価する

林業経営の改善に関する事項

生産性の向上 24
林業機械の導入、効率的な作業システム、工程管理の工夫等の取組、労働生産性の向上が期
待される数値目標の提案について評価する

13

技術の向上 26
現場作業職員等の技術向上を目的として技術指導、研修会・講習会の開催・参加、「緑の雇用」
事業の活用、資格取得への支援等の提案について評価する

雇用管理の改善 11

労働福祉の状況 28
林業退職金制度、建設業退職金制度又は中小企業退職金制度等による退職金共済契約の締
結について評価する

ワーク・ライフ・バランス等の推進 30
次世代法に基づく｢くるみん認定企業｣、「プラチナくるみん認定企業」の認定の有無について評
価する

-30減点
国有林野の適切かつ効率的な管理
経営の実施の確保

過去の事業における不誠実な行為 32
過去の事業における樹木採取権の取消し、樹木採取権の消滅後の評価結果、システム販売協
定における指示への対応結果、各種国有林野事業における指名停止の処分について評価する

資料３－３



評価基準表

大項目 中項目 項目 評価視点 備考 配点基準 配点 小計

価格点 樹木料の申請額 1 100 ／ 100 100 100

適切であるとともに工夫が見られる 5

適切である 3

事業実行上問題ないが改善の余地がある 0

適切であるとともに工夫が見られる 5

適切である 3

事業実行上問題ないが改善の余地がある 0

適切であるとともに工夫が見られる 5

適切である 3

事業実行上問題ないが改善の余地がある 0

新規需要開拓の計画量が、取引量の増加量の過半を占める 5

新規需要開拓の計画量が、取引量の増加量の半分以下である 3

新規需要開拓の計画量が、計画にない（国産材需要のある分野での量的拡大計画である） 0

具体的な工夫が見られる（提案内容が3つ以上である） 2

具体的な工夫が見られる（提案内容が1つ又は2つである） 1

具体的な工夫が見られない 0

実現可能性のある提案がなされており、提案に工夫が見られる（国有林の事業品質向上に資する提案がなされている） 3

実現可能性のある提案がなされている 1

実現可能性のある提案がなされていない 0

国有林における素材生産事業の元請実績がある 4

国有林以外での素材生産事業の元請実績又は国有林における素材生産事業の下請実績がある 2

上記の実績がない 0

休業４日以上の労働災害無し 4

休業４日以上の労働災害が１～２件 2

死亡災害あり、又は休業４日以上の労働災害が３件以上 0

３人以上 4

１・２人 2

０人 0

３人以上 4

１・２人 2

０人 0

素材生産量に対する協定に基づく取引量の割合が７割以上 2

素材生産量に対する協定に基づく取引量の割合が３割以上７割未満 1

素材生産量に対する協定に基づく取引量の割合が３割未満 0

申請者又は協定者である木材利用事業者等がクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者である。 2

申請者又は協定者である木材利用事業者等が木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材
供給事業者の認定を受けている木材関連事業者である

1

申請者も協定者である木材利用事業者等もクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者又は木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材供給事業者の認定を受けている木材関連事業者でない。

0

申請様式４ 第１の１（１）イ

計

申請様式１　１ 第１の１（１）エ（イ）

自然環境への配慮 3

自然環境への配慮（地域の自然環境特性等を踏まえ、作業時
の周辺環境の保全及び開設した路網の維持管理について具体
的方法、対境関係上の配慮事項等が提示されているか）に関す
る工夫について評価する

計画・方針・目標 ／ 5

得点

配点

申請様式１　１ 第１の１（１）エ（イ）

／ 5

25

100

／ 4

20

申請様式１　１ 第１の１（１）エ（イ）

申請様式５－１　イ

申請額 価格点＝（審査対象事業者の申請額／申請者のうち最高額を提示した者の申請額）2✕価格点の配点数

加算点

国有林野の
適切かつ効
率的な管理
経営の実施

の確保

事業の基本
的な方針

施業の方法 2

申請様式２　６下段
第１　１　（１）ア（イ）

（第１の１（１）エ（イ））

／ 4 申請様式２　１１上段 （第１の１（１）エ（イ））

／ 5

申請様式８　２

申請様式８　１

同種事業の実績（過去３年
間）

8
過去３年間の発注先別の同種事業の実績状況について評価す
る

評　価　項　目 評　　価　　基　　準

施業の方法（路網開設及びその維持を含む。）が、国の定めた
樹木の採取に関する基準及び地域管理経営計画に即したもの
となっているか及び地域の地形、地質、降水量等を踏まえた配
慮事項が提示されているかについて評価する

計画・方針・目標

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）
（事業協同組合の組合員の実績は元請実
績としてみる）

安全対策 4 作業時の安全確保に関する具体的取組について評価する 計画・方針・目標

事業の実施
体制

技術者等の
能力

技術者の事業経験（過去５年
間）

10
過去５年間の、農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村
が発注した素材生産事業を元請で事業実施した現場代理人の
（実）人数について評価する

9
過去３年間の休業４日以上の労働災害の有無について評価す
る

木材の安定
的な取引関
係の確立に
関する方針

法8条の10第
1項3号

木材の新規需要開拓の具体
性・確実性

5

連携する木材利用事業者等、木材製品利用事業者等及びその
他事業者が行う、樹木採取区に由来する木材を用いて行う新規
需要開拓の内容について、既存の国産材需要に悪影響を与え
ないかどうかという観点から評価する

計画・方針・目標

企業の信頼
性

実績・現状
申請者のみ（下請け事業体の実績を含ま
ない）
（事業協同組合の組合員の実績は元請実
績としてみる）

労働災害の発生頻度（過去３
年間）

／ 5

適切かつ効
率的な国有
林野の管理
経営の実施
の確保に資
する工夫

省令28条の9
第4号

国有林野の管理経営に資す
る事業実施上の取組

6
樹木採取権に係る事業を実施する際の国有林野の適切かつ効
率的な管理経営の実施の確保についての工夫（自主的な林道
の草刈等）について評価する

計画・方針・目標 ／ 2

国有林野の適切かつ効率的な
管理経営の実施の確保のために
定める契約事項に関する事項

7
樹木採取権における樹木の採取後の植栽に寄与する施業上の
提案について評価する

計画・方針・目標 ／ 3

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

その他の実
施体制

法8条の10第
1項3号

木材の安定取引の状況 12
申請時点における素材生産量に対する協定に基づく取引量の
割合について評価する

実績・現状
申請者の締結した協定

／ 4

／ 2

申請様式２　７ （第１の１（１）エ（イ））

技術者等の保有資格 11

フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理
責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任者）、森林
施業プランナー、森林作業道作設オペレーター、低コスト作業路
企画者又は技術者、技術士、林業技士、フォレスター（森林総合
監理士）について、複数の資格を有している人数について評価
する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）
（事業協同組合の組合員の実績は元請実
績としてみる）

／ 4
申請様式２　８

（申請様式２－２）
（第１の１（１）エ（イ））

申請様式５－１　ア
（申請様式５　１（１））

クリーンウッド法における登
録木材関連事業者等

13

申請者又は協定者である木材利用事業者等がクリーンウッド法
に基づく登録木材関連事業者又は木材・木材製品の合法性、持
続可能性の証明のためのガイドラインに基づく合法木材供給事
業者の認定を受けている木材関連事業者であれば評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／ 2 申請様式５－１　エ

整理番号 申請書該当箇所 当該評価項目に係る審査基準



大項目 中項目 項目 評価視点 備考 配点基準 配点 小計
計

得点

配点評　価　項　目 評　　価　　基　　準
整理番号 申請書該当箇所 当該評価項目に係る審査基準

今後５年間で現場作業職員の新規雇用（直接雇用かつ常用雇用者）の計画がある 5

今後５年間で現場作業職員の新規雇用（直接雇用かつ常用雇用者）の計画が無い 0

過去１年間に新規雇用（直接雇用かつ常用雇用者）があり、申請の日までに雇用が継続している 5

申請の日において、ハローワーク等により求人活動をしている 2

上記のいずれにも該当しない。 0

作業員の７割以上が当該樹木採取区を管轄する森林管理署管内の居住である 5

作業員の過半数が当該樹木採取区を管轄する森林管理署管内の居住である 3

上記以外 0

本店がある 3

支店又は営業所がある 1

上記以外 0

樹木採取区由来の木材のうち８割以上が当該連携する木材利用事業者等に供給される 5

樹木採取区由来の木材のうち５割以上が当該連携する木材利用事業者等に供給される 3

樹木採取区由来の木材のうち３割以上が当該連携する木材利用事業者等に供給される 1

上記以外 0

樹木採取区の所在する市町村又は旧郡において、森林経営管理法の経営管理実施権の設定を受けている 4

樹木採取区の所在する市町村を含む地域において、森林法に基づく森林経営計画を作成し、市町村長、都道府県知事又は農林水産
大臣から当該森林経営計画の認定を受け、民有林の施業を行っている

3

樹木採取区の所在する市町村又は旧郡において、森林経営計画策定森林の施業を受託している 2

樹木採取区の所在する都道府県において、民有林の施業を実施している 1

上記以外 0

申請時点において、国有林と災害協定を締結している 2

申請時点において、国有林以外と災害協定を締結している 1

申請時点において、災害協定を締結していない 0

国有林からの表彰実績がある 2

国有林以外からの表彰実績がある 1

表彰実績がない 0

国有林における実績がある 2

国有林以外での実績がある 1

実績がない 0

国有林における実績がある 2

国有林以外での実績がある 1

実績がない 0

間伐において10㎥/人日、主伐において13㎥/人日を超える生産性を目標値としており具体的な取組内容から実現可能性がある又は
当該生産性を超える生産性を既に有しており、現状以上の生産性を目標値としており具体的な取組内容から実現可能性がある

5

目標値とする生産性が間伐において８㎥/人日を超え10㎥/人日以下、主伐において11㎥/人日を超え13㎥/人日以下である又は５年
間で２割又は３年間で１割を超える生産性向上を目標としており、具体的な取組内容から実現可能性がある

3

目標値とする生産性が間伐において８㎥/人日以下、主伐において11㎥/人日以下又は、目標値とする生産性の増加率が５年間で２
割又は３年間で１割以下である

0

生産量の増加の目標が５年間で５割以上 5
生産量の増加の目標が５年間で３割以上５割未満 3

生産量の増加の目標が５年間で３割未満 0

適切であるとともに工夫が見られる 3

適切である 0

100加算点

地域における産業の振興
に対する寄与の程度

法8条の9第7
号

雇用の増大

新規雇用の計画について評価する
計画・方針・目標
申請者のみ（下請けを含まない）

／ 5

31

木材の地元利用 18
樹木採取区に由来する木材が当該樹木採取区のある都道府県
内の連携する木材利用事業者等に供給されることを評価する

計画・方針・目標 ／ 5

21
国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県又は
市町村からの防災活動に関する表彰の実績について評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／

／

申請様式６　１① （第１の１（１）エ（イ））

新規雇用の実績について評価する
実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／ 5 申請様式６　１② （第１の１（１）エ（イ））

申請様式６　２
（申請様式７－１　２）

（第１の１（１）エ（イ））

本店、支店又は営業所の所
在の有無

17
当該樹木採取区の所在する市町村内における本店、支店又は
営業所の所在の有無について評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／ 3 申請様式６　３ （第１の１（１）エ（イ））

作業員の地元雇用 16 事業に従事する作業員が地域内に居住しているか評価する
実績・現状
下請けの作業員を含む

／ 5

申請様式６　５　④

国土緑化活動に対する取組 22
植林活動、国又は地方公共団体との分収林等の取組実績につ
いて評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

申請様式５－１　ウ
（申請様式５　２）

民有林との連携 19
樹木採取区の所在する地域の民有林において森林経営管理法
に基づく経営管理実施権の設定を受けているか、施業を実施し
たかなどについて評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／ 4 申請様式６　４

申請様式２ 　２　素材生産量 第１　１　（１）ア（イ）

技術の向上 26
現場作業職員等の技術向上を目的として技術指導、研修会・講
習会の開催・参加、「緑の雇用」事業の活用、資格取得への支
援等の提案について評価する

申請様式６　５　②

災害協定等の締結 20
国有林、農林水産省（国有林以外）、国(他機関)、都道府県又は
市町村と申請時点において災害協定を締結している場合につい
て評価する

実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／

4

申請様式６　５　①

防災活動に関する表彰

ボランティア活動の実績 23 防災に資するボランティア活動の実績について評価する
実績・現状
申請者のみ（下請けを含まない）

／

生産量の増加 25
素材生産量を積極的に増加する目標を有しているか（増加率）
について評価する

計画・方針・目標
（下請けを含む申請者として実施する分及
び申請者が下請けで実施する分）

生産性の向上 24
林業機械の導入、効率的な作業システム、工程管理の工夫等
の取組、労働生産性の向上が期待される数値目標の提案につ
いて評価する

計画・方針・目標
（下請けを含む申請者として実施する分及
び申請者が下請けで実施する分）

林業経営の改善に関する
事項

計画・方針・目標
申請者のみ（下請けを含まない）

／

／ 5

（第１の１（１）エ（イ））

14

15

3 申請様式２　１０

申請様式６　５　③

13

申請様式２ 　２　生産性 第１　１　（１）ア（イ）

／ 5



大項目 中項目 項目 評価視点 備考 配点基準 配点 小計
計

得点

配点評　価　項　目 評　　価　　基　　準
整理番号 申請書該当箇所 当該評価項目に係る審査基準

作業員の７割以上が直接雇用かつ常用雇用者である 5

作業員の５割以上７割未満が直接雇用かつ常用雇用者である 3

作業員の過半数が臨時雇用者であるか、または下請の雇用者等である 0

従業員の全員について締結している 3

従業員の全員又は一部について締結していない 0

「プラチナえるぼし認定企業」である 3

「えるぼし３段階目認定企業」である 2

「えるぼし２段階目認定企業」である 2

「えるぼし１段階目認定企業」である 1

常時雇用者が300人以下の事業主が行動計画を策定している 1

行動計画は作成していない 0

「プラチナくるみん認定企業」である 3

｢くるみん認定企業｣である（新基準） 2

｢くるみん認定企業｣である（旧基準） 1

認定企業でない 0

若者雇用促進法に基づく｢ユースエール認定企業」であること 2

過去３年間に若手（35歳未満）の新規雇用があり、申請の日まで雇用が継続している 1

インターンシップの受入れや合同説明会への出席、各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる 1

上記のいずれにも該当しない 0

200 200 200

過去５年間に、国から法第８条の21に基づく指示を受けたものの改善が不十分との指摘を受けた又は指示を受けたこと等により樹木
採取権を取り消されたことがある

-10

過去２年間に、樹木採取権消滅又は移転後の評価の結果、申請書類等に記載された事項が実施されなかったと認める旨の通知を受
けたことがある

-10

過去２年間に、国有林材の安定供給システムによる販売に係るの直近の国との協定において改善の指導を受けたものの十分な対応
をせず、国が意図した結果にならなかったことがある

-5

過去２年間に、国有林野事業の素材生産事業、造林請負事業、立木販売又は製品販売において、指名停止の処分を受けたことがあ
る

-5

上記のいずれにも該当しない 0
170 170 170

備考
１： 価格点は小数点第２位を四捨五入し小数点第１位までとする。
２：

３： 　「地域における産業の振興に対する寄与の程度」の「災害協定等の締結」、「防災活動に関する表彰」、「国土緑化活動に対する取組」及び「ボランティア活動の実績」の配点は、４項目の得点の合計が４点を超えた場合は４点とする。
４： 　ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標で、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。

100加算点

申請様式７　２　③ （第１の１（１）エ（イ））

31 若者の雇用について評価する
実績・現状
申請者のみ（下請け事業体認定は評価し
ない）

申請様式７　２　④ （第１の１（１）エ（イ））

労働福祉の状況 28
林業退職金制度、建設業退職金制度又は中小企業退職金制度
等による退職金共済契約の締結について評価する

実績・現状
下請けを含む

／

（第１の１（１）エ（イ））

30

11

申請様式７　1
（申請様式７－１　２）

（第１の１（１）エ（イ））

29

／ 3

申請様式７　２　①②

27 事業に従事する作業員の雇用形態について評価する
実績・現状
下請けを含む

3
申請様式２　１３

（申請様式７－１　２）

／ 5

合計

「木材の新規需要開拓の具体性・確実性」における新規需要開拓とは、既存の国産材需要に悪影響を与えないと考えられる需要を開拓するものであり、従来木材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：ＣＬＴ建築物、非住宅分野、土木分野、エネルギー分野）、従来国産材の利用が少なかった分野における需要開拓を図るもの（例：２×４
建築部材、横架材、型枠合板、フローリング、家具）又はその他の取組（例：地元産材の活用により差別化を図る取組（顔の見える木材での家づくり等）、輸出）を指す。

／ -30 -30 -30 申請様式８　３

価格点＋加算点

減点
国有林野の適切かつ効率
的な管理経営の実施の確

保

過去の事業における不誠実
な行為

32

過去の事業における樹木採取権の取消し、樹木採取権の消滅
後の評価結果、システム販売協定における指示への対応結
果、各種国有林野事業における指名停止の処分について評価
する

次世代法に基づく｢くるみん認定企業｣、「プラチナくるみん認定
企業」の認定の有無について評価する

実績・現状
申請者のみ（下請け事業体認定は評価し
ない）

ワーク・ライフ・バランス等の
推進

雇用管理の改善

作業員の雇用形態

女性活躍推進法に基づく認定について評価する
実績・現状
申請者のみ（下請け事業体認定は評価し
ない）



 
 

別紙 17 

 

国有林野の管理経営に関する法律に基づく 

樹木採取権の設定等に係る北海道森林管理局長の処分に関する審査基準等 

 

 国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年法律第246号。以下「法」という。）第２章

の２の規定に基づく北海道森林管理局長の処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）

第５条第１項の審査基準及び第12条第１項の処分基準は、次のとおりとする。 

 

第１ 審査基準 

１ 法第８条の 12 第１項の樹木採取権の設定 

（１）法第８条の 10 第１項の審査 

ア 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理

的基礎を有すると認められること（第１号関係） 

  以下の（ア）又は（イ）のいずれかに該当するとともに、素材生産に関して、森

林経営管理法の運用について（平成30年12月21日付け30林整計第713号林野庁長官

通知。以下「森林経営管理法運用通知」という。）別紙の１の表（５）の基準を満

たすこと。 

 （ア）樹木採取区の所在する都道府県において、森林経営管理法（平成30年法律第

35号）第36条第２項に基づき公表された民間事業者であること。 

  （イ）樹木採取区の所在する都道府県が森林経営管理法運用通知第13の３に基づき

定めた公募要領等における森林経営管理法第36条第２項に規定する要件に該当

するか否かを判断する基準を満たす民間事業者であること。 

イ 申請額が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき

額以上であること（第２号関係） 

  条文の基準による。 

ウ 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引

関係を確立することが確実と認められること（第３号関係） 

  以下の全てを満たすこと。 

（ア）木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等について、それぞれ木材の安定供

給の確保に関する特別措置法の施行について（平成８年11月１日付け８林野流

第105号農林水産事務次官依命通知）第３の２（３）及び（４）に該当する者で

あるとともに、同通知第３の５③ハに適合する者であること。 

（イ）樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方

針その他の事業の基本的な方針（以下「事業の基本的な方針」という。）が、申

請者から木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等に対する木材の安定供給

を確保するため、木材の安定的な取引関係の確立に関する事項に基づき、必要

な場合には木材の生産・流通改善のための施設の整備を行い、木材の生産の安

定、流通の円滑化及び利用の促進を図るという趣旨に沿った有効かつ適切なも

のであること。 

資料３－４



 
 

 （ウ）事業の基本的な方針が、樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営

計画（以下単に「地域管理経営計画」という。）及び法第８条の14第２項第１号

の樹木の採取に関する基準（以下「採取の基準」という。）に適合するものであ

ること。 

 （エ）事業者間における木材の取引（申請者、木材利用事業者等、木材製品利用事

業者等その他の事業者間における木材の取引及び申請者、木材利用事業者等、

木材製品利用事業者等又は木材の取引に係る卸売業者その他の事業者がこれら

の事業者を兼ねる場合における当該事業者内における木材の移動、加工、利用

等をいう。以下同じ。）に係る協定等（申請者が樹木採取権の設定を受けること

を条件に発効することとされているものを含む。以下「安定取引協定」という

。）の締結により、樹木採取区から供給される木材の年間取引量が安定的であり

、その供給先が確保されることが確実と見込まれること。 

（オ）樹木採取区から木材利用事業者等を通じ木材製品利用事業者等に供給される予

定である木材取引量が樹木採取区から供給される予定である木材取引量の全体

の５割を超えていること。 

（カ）安定取引協定の内容が、以下の全てを満たすこと。 

   ① 取引を行う木材に係る取引量の計画、引取期間、引取場所、価格の決定及

びその見直し方法等の取引関係に関する事項が記載されており、その内容が

申請書における「木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携によ

る木材の安定的な取引関係の確立等に関する事項」と整合していること。 

② ①の取引関係に関する事項が一方的かつ不当な内容のものとなっていない

こと。 

③ 安定取引協定の存続期間及び更新の方法が記載されていること。 

④  安定取引協定の存続期間が設定される予定である樹木採取権の存続期間以

上の期間となっていること又は樹木採取権の存続期間以上の期間となってい

ない場合において安定取引協定の更新の方法が自動更新等の継続性の高い方

法となっていること。    

（キ）申請者、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等の間の取引に卸売業者そ

の他の事業者が介在する場合において当該その他の事業者も含めた安定取引協

定が締結されている等、提出された安定取引協定から確認できる事業者間にお

ける木材の取引が取引全体・サプライチェーンに対応したものとなっているこ

と。 

（ク）木材生産流通改善施設を整備する場合には、当該施設が、木材生産の安定化及

び流通の円滑化を図るために必要な施設の種類でありかつ適切な処理能力を持

ったものであること。 

（ケ）木材製品利用事業者等の行う木材の需要の開拓の内容が適切なものであること

。 

（コ）木材の安定的な取引関係の確立に伴い必要となる資金の額が、申請書の内容及

び設定される予定である樹木採取権の存続期間を勘案して適切に計上され、か

つ、その調達方法が適切なものであること。 



 
 

エ 前３号に掲げるもののほか、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保

に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと（第４号関係） 

  法第３条の国有林野の管理経営の目標等を踏まえ、申請書の記載内容、実施を予

定している行為の性質、態様等を総合的に勘案し、「国有林野の適切かつ効率的な

管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの」の該当性を判断するが、

申請者が以下の場合に該当するときは、「国有林野の適切かつ効率的な管理経営の

実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの」に当たる。 

（ア）樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽を樹木の採取

と一体的に行う旨の意思を表明しなかった場合 

（イ）樹木採取区の特性等を踏まえ、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施

の確保の観点から北海道森林管理局長が公募において設定した要件を満たさな

い場合 

（ウ）樹木の採取に当たって不適切な薬品、機械等を使用する計画を有する場合 

（エ）樹木の採取に併せて、不適切な土地の使用等、国有林野の有する公益的機能

の維持増進に支障を及ぼすおそれのある行為を計画している場合 

（オ）レクリエーション利用等、国有林野に係る第三者の利用を不当に排除するお

それがある場合 

（２）法第８条の 10 第２項の樹木採取権の設定を受ける者の選定 

    法第８条の 11 の欠格事由に該当せず、法第８条の 10 第１項の審査の基準に適合

している申請者について、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域に

おける産業の振興に対する寄与の程度及び国有林野の管理経営に関する法律施行規

則（昭和 26 年農林省令第 40 号）第 28 条の 11 に掲げる事項を具体化したものとし

て北海道森林管理局長が公募時に示す評価項目並びに評価基準及び配点に従って評

価した点数の合計（以下「評価点」という。）により行う。 

  評価点の最も高い者を樹木採取権の設定を受ける者として選定する。ただし、評

価点の最も高い者が２者以上ある場合には、評価点の最も高い者のうち、以下に掲

げる者を樹木採取権の設定を受ける者として選定する。 

ア 申請額に係る点数が高い者 

イ 申請額に係る点数が同点である場合には、事業の実施体制に係る点数が高い者 

ウ 申請額に係る点数及び事業の実施体制に係る点数が同点である場合には、地域

における産業の振興に対する寄与の程度に係る点数が高い者 

エ 申請額に係る点数、事業の実施体制に係る点数及び地域における産業の振興に

対する寄与の程度に係る点数が同点である場合には、北海道森林管理局長が公募

時に示すその他の評価項目の点数について、北海道森林管理局長が公募時に示し

た順で当該評価項目の点数が高い者 

（３）法第８条の 11 の欠格事由 

ア 法又は森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に規定する罪を犯し、刑に処せられ、

その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過し

ない者（第１号関係） 

条文の基準による。 



 
 

イ 法第 17 条第１項の規定により法第 10 条に規定する分収造林契約を解除され、

その解除の日から２年を経過しない者（第２号関係） 

条文の基準による。 

ウ 法第８条の 22 第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により樹木採取権を

取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者（第３号関係） 

条文の基準による。 

エ 十分な社会的信用を有していない者（第４号関係） 

樹木採取権は、国民共有の財産である国有林野の樹木を長期にわたり独占的に

採取する権利であることに鑑み、樹木採取権の設定を受けるにふさわしい社会的

信用を有しているかという観点から適合性を判断する。 

（ア）から（カ）までについては、本基準に該当するものとして取り扱う。 

（キ）以降については、過去の違反事例、苦情等の内容等を総合的に評価し、

樹木採取権の設定を認めることが著しく不適当な場合についてのみ、本基準に該

当するものとする。 

（ア）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、破産手続開始の決定を受けた

法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 

（イ）樹木採取権者が法第８条の 22 第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定に

より樹木採取権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実

が発生した当時現に当該樹木採取権者の親会社等（ある法人に対して①から③

までのいずれかの関係（以下「特定支配関係」という。）を有する法人及びあ

る法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人

をいう。（カ）において同じ。）であった法人で、その取消しの日から２年を経

過しないもの 

① その総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過

半数を有していること。 

② その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ず

る者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員（過去

二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分

の一を超えていること。 

③ その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。 

（ウ）次のいずれかに該当する者 

① 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２

年を経過しない者 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号

）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団

員でなくなった日から２年を経過しない者 

③ 樹木採取権者が法第８条の 22 第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定

により樹木採取権を取り消された場合において、その取消しの日前 30 日以内



に当該樹木採取権者の業務を行う役員であった者で、その取消しの日から２

年を経過しないもの 

④ 精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者 

⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

が（ア）又は①から④までのいずれかに該当するもの 

（エ）法人であって、その業務を行う役員のうちに（ア）又は（ウ）のいずれかに

該当する者があるもの 

（オ）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から２年を経過しない者がその事業活

動を支配する法人 

（カ）その者の親会社等が（ア）から（エ）までのいずれかに該当する法人

（キ）樹木の採取に伴い必要となる他法令に基づく手続（例えば自然公園法（昭和

32 年法律第 161 号）、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）における伐採の許可等

）において、違反をした実績がある者 

（ク）行政機関に対し森林施業に関する苦情が寄せられている者

（ケ）過去に森林窃盗等悪質な事例の報告がなされている者

（コ）国内外において強引な森林施業を実施していると認められる者

（サ）反社会的行為に関与した者

（シ）過去に暴力団員であった者又は暴力団と密接な関係を有する者（（ウ）②、（

エ）、（オ）を除く。） 

（ス）我が国の森林・林業関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反

し、又は刑法（明治 40 年法律第 45 号）若しくは暴力行為等処罰に関する法

律（大正 15 年法律第 60 号）の罪を犯し、罰金の刑（これに相当する外国の

法令による刑を含む。）に処せられたことがある者

（セ）禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられた

ことがある者（（ウ）①、（エ）を除く。）

（ソ）所属した法人等又は現在所属する法人等が行政機関より造林の命令等の行政

処分を受けており、当該処分の原因となる事実について、行為の当事者とし

て又は当該者に対し指揮命令を行う立場で、故意又は重大な過失によりこれ

を生ぜしめたことがある者又は当該者を構成員とする法人

（タ）業務に関連して法令に違反し、代表役員、一般役員等が逮捕され、又は逮捕

を経ないで公訴を提起されたときから１年間を経過していない者 

（チ）業務に関連して法令に違反し、事案が重大又は悪質な場合であって再発防止

に向けた取組が確実に行われると認められない者 

（ツ）国、都道府県又は市町村から入札参加資格の指名停止を受けている者

（テ）森林経営管理法運用通知別紙の１（６）の行動規範、ガイドライン等に違反

した行為をしたと認められる者 

（ト）森林の経営管理又は樹木採取権の行使を適切に行うことができない若しくは

森林の経営管理又は樹木採取権の行使に関し不正若しくは不誠実な行為をす

るおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者



 
 

（ナ）樹木採取権実施契約、樹木採取権運用協定、これらの契約に基づき国が樹木

採取権者と締結する契約その他国有林野事業に係る国との契約において、重

大な契約上の義務違反があった者又は正当な理由なく契約上の義務を履行せ

ず、国からの契約解除に至ったことがある者 

（ニ）法第８条の 21 に基づく国の指示を受け、正当な理由なく指示に従わなかっ

たと認められる者で、指示に従わなかったと認められる時点から２年を経過

しない者 

（ヌ）その他十分な社会的信用を有していると認め難い者 

オ 法人であって、その業務を行う役員のうちにアからエのいずれかに該当する者

があるもの（第５号関係） 

条文の基準による。 

（４）法第８条の 12 第１項の樹木採取権の設定 

  樹木採取権の設定又は設定をしないことの決定は、法第８条の 12 第２項に基づく

関係都道府県知事への協議の結果を踏まえ、行う。 

２ 法第８条の 13 第２項又は第３項の規定に基づく事業開始期間延長の認可又は事業休

止の認可 

法第８条の 13 第２項又は第３項の規定を基としつつ、以下に掲げる内容を総合的に

勘案する。 

（１）「事業」には、樹木採取権の行使による樹木の採取のほか、具体的な箇所の樹木を

採取するための、機械の搬入、土場の開設等の準備行為を含む。 

（２）事業を開始することができないやむを得ない理由又は事業を休止しようとする理

由には、次に掲げる理由は該当するものとする。 

ア 天災地変 

イ 樹木採取権実施契約を締結した後、樹木料の納付に係る手続が国の責めに帰すべ

き事由により完了しないため。 

ウ 樹木の採取に必要な主務官庁の認可等が遅延しているため。 

エ 条例その他の法令等による制限があるため。 

オ 国、地方公共団体その他の機関が樹木採取区において事業等を行うため。 

カ その他事業を開始することができないこと又は事業を休止することが真にやむを

得ないと認められる理由 

（３）次に掲げる理由は、事業を開始することができないやむを得ない理由又は事業を

休止しようとする理由に該当しないものとする。 

ア 必要な資金が単に不足しているため。 

イ 事業の実施体制が整っていないため。 

３ 法第８条の 17 第２項の樹木採取権の移転の許可 

（１）その申請をした者が、法第８条の 10 第１項各号に掲げる基準に適合し、かつ、法

第８条の 11 各号のいずれにも該当しないこと（法第８条の 17 第５項第１号関係） 

１（１）及び（３）の基準による。 

（２）その申請に係る法第８条の９第１項第１号の事業の基本的な方針及び申請額が、

樹木採取権の移転をしようとする者の法第８条の８第２項の申請書に記載された同



 
 

号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること（法第８条の

17 第５項第２号関係） 

 ア その申請に係る法第８条の９第１項第１号の事業の基本的な方針が、樹木採取

権の移転をしようとする者の法第８条の８第２項の申請書に記載された同号の事

業の基本的な方針に照らして適当なものであること 

     法第８条の７第５号の樹木採取権を行使する際の指針の内容を勘案する。 

イ  その申請に係る申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の法第８条の８

第２項の申請書に記載された申請額に照らして適当なものであること 

  その申請に係る申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の法第８条の８

第２項の申請書に記載された申請額と同等であることとする。 

 

第２ 処分基準 

１ 樹木採取権の法人の合併その他の一般承継に係る法第８条の 18 第２項の基準 

   第１の３の基準に準ずる。 

２ 法第８条の 21 の規定に基づく指示（行政手続法第２条第４号の不利益処分に該当す

るもの。） 

  法第８条の 21 の規定に基づく指示（行政手続法第２条第４号の不利益処分に該当

するものに限る。以下単に「指示」という。）については、事業の実施状況等を総合

的に勘案した上で、以下の場合に行う。 

（１）樹木採取権者による樹木の採取が地域管理経営計画又は採取の基準に適合しない

場合 

（２）樹木採取権者による木材の取引実績が、樹木採取権実施契約における木材利用事

業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に

関する事項に適合しない場合 

（３）樹木採取権実施契約又は樹木採取権運用協定における契約上の義務違反が認めら

れた場合において、国が樹木採取権者に対して行った是正の勧告に従わないときそ

の他の当該義務違反に係る是正が認められない場合 

（４）樹木採取権実施契約、樹木採取権運用協定、これらに基づき国が樹木採取権者と

締結する契約その他国有林野事業に係る国との契約において、軽微でない違反が認

められた場合 

（５）樹木採取権者の行為によって、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確

保に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の事業の適正を期するため

指示を行う必要があると認められる場合 

３ 法第８条の 22 第１項の規定に基づく樹木採取権の取消し 

要件該当性の判断は、以下のとおり行う。 

（１）偽りその他不正の方法により樹木採取権者となったとき（第１号イ関係） 

    申請書及びその添付書類の内容に不実の記載があったことが明らかになったとき

は、当該不実の記載がなされるに至った状況等を総合的に勘案する。 

（２）法第８条の 11 第１号、第２号、第４号又は第５号に該当することとなったとき

（第１号ロ関係） 



 
 

   第１の１（３）ア、イ、エ又はオによる。ただし、複数の樹木採取権の設定を受

けている樹木採取権者が法第８条の 11 第３号に該当することとなったときは、法

第８条の 11 第４号に該当するものとして取り扱う。 

（３）法第８条の 12 第４項の納付期限までに権利設定料を納付しなかったとき（第１

号ハ関係） 

   条文の基準による。ただし、国の債権の管理等に関する法律（昭和 31 年法律第

114 号）第 24 条に基づき、履行期限を延長する処分を行った場合であって、樹木

採取権者が当該処分により延長された履行期限までに権利設定料を納付したときは

、法第８条の 12 第４項の納付期限までに権利設定料を納付したものと取り扱う。 

（４）法第８条の 13 第１項若しくは第２項の規定に違反して事業を開始しないとき、

又は同条第３項の規定に違反して引き続き１年以上休業したとき（第１号ニ関係） 

 条文の基準による。 

（５）事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らか

になったとき（第１号ホ関係） 

   以下の場合が該当する。該当性の判断に当たっては、申請書及びその添付書類に

記載された内容の事業を実施できなかった、又はできないことが明らかであるかに

ついて、樹木採取権者による事業の実施状況等を総合的に勘案する。 

ア 法第８条の 10 第１項第１号、第３号又は第４号に該当しなくなった場合 

イ 樹木採取権者が申請書及びその添付書類に即した内容の樹木採取権実施契約を

締結することを拒む場合 

ウ 樹木採取権者が樹木採取権運用協定の締結を拒む場合 

エ 樹木採取権者に樹木採取権運用協定の重大な違反があり、そのことにより樹木

採取権実施契約が締結できなくなった場合 

オ その他事業を実施できなかった、又はできないことが明らかになったと認めら

れる場合 

（６）第１号ホに掲げる場合のほか、法第８条の 14 第２項第１号の樹木の採取に関す

る基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定

められた事項について重大な違反があったとき（第１号ヘ関係） 

   以下の場合が該当する。該当性の判断に当たっては、樹木採取権実施契約におい

て定められた事項についての違反の程度、態様、法第８条の 21 の規定に基づく指

示の必要性等を総合的に勘案する。 

ア 採取の基準に適合しない樹木の採取が行われた場合  

イ 地域管理経営計画に適合しない樹木の採取が行われた場合 

ウ 樹木採取権実施契約に記載されていない箇所における樹木の採取又は記載され

た面積を超える樹木の採取が行われた場合 

エ 国有林野の使用に係る樹木採取権実施契約の違反により、周辺の環境又は第三

者の国有林野の利用に悪影響が生じた場合 

オ 樹木採取権実施契約に基づく報告等において、虚偽の記載等が行われた場合 

カ その他樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があっ

たと認められる場合 



 
 

（７）法第８条の 14 第４項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における

樹木を採取したとき（第１号ト関係） 

  条文の基準による。ただし、樹木採取権者が誤伐により樹木料の納付をしないで

樹木採取区における樹木の採取を行った場合においては、誤伐の程度等を総合的に

勘案する。 

（８）法第８条の 18 第１項の規定による届出をしなかったとき（第１号チ関係） 

  条文の基準による。 

（９）法第８条の 18 第２項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき（第１号リ関

係） 

  条文の基準による。 

（10）正当な理由がなく、法第８条の 21 の指示に従わないとき（第１号ヌ関係） 

  「正当な理由」には、以下のものが該当する。 

ア 天災地変 

イ 国における手続の遅延等、国の責めに帰すべき事由 

ウ 樹木の採取に必要な主務官庁の認可等の遅延 

エ 条例その他の法令等による制限 

オ 国、地方公共団体その他の機関の樹木採取区における事業等の実施 

カ その他指示に従わないことが真にやむを得ないと認められる事由 

（11）法第８条の 24 において準用する法第 13 条各号に掲げる保護義務の実施を怠つた

とき（第１号ル関係） 

樹木採取権者が保護義務の実施を怠ったことにより国又は第三者に損失が生じた

場合において、保護義務の実施を怠った程度等を総合的に勘案する。 

（12）樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得

ない必要が生じたとき（第２号関係） 

「公益上やむを得ない必要が生じたとき」には、以下のものが該当する。 

ア 樹木採取区を土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第３条に規定する事業、森

林法第４条第５項に規定する林道の開設及び改良の事業、同法第 41 条第３項に規

定する保安施設事業並びに国有林野事業の用途に供する必要が生じたとき。 

イ 樹木採取区において、森林法第 25 条第１項に基づく保安林の指定その他の法令

又は条例に基づく地域の指定により樹木の採取を不可能とする制限を行う必要が

生じたとき。 

ウ 国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保のために地域を指定して、

樹木の採取を不可能とする制限を行う必要が生じたとき。 

エ その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。 
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区域９－１ 56 よ 水 混 水涵保 － 3.41 単 トド 100 96 60 4.6 C - 3.41 - 50
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帯状

35 H22 R3 R3 189 1,792千円

56 そ 水 混 水涵保 － 3.04 単 トド 100 96 60 4.6 C - 3.04 - 50
複層伐
帯状

35 H22 R3 R3 183 1,825千円

57 そ 水 混 水涵保 － 2.61 単 トド 100 81 60 3.9 C - 2.61 - 50
複層伐
帯状

35 H25 R3 R5 151 2,025千円
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樹木採取権現地案内

国道２７２号

道道１１２８号
厚岸昆布森線

道道２２１号
塘路厚岸線

山
上尾幌森林事務所

大平林道

ヤチの沢林道

ヤチの沢
支線林道
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②

③ ④

樹木採取権現地案内 位置図

主伐

間伐

土場



樹種別一覧表 林小班 56よ 面積 3.41

本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積

トドマツ 生 291 297.35 48 6.19 80 40.13 109 135.44 50 103.10 4 12.49

N計 生 291 297.35 48 6.19 80 40.13 109 135.44 50 103.10 4 12.49

ナラ 生 4 8.73 1 0.15 1 1.44 2 7.14
ダケカンバ 生 13 10.67 8 3.09 3 3.72 1 1.86 1 2.00
カツラ 生 12 3.56 6 0.44 5 2.34 1 0.78
ホオ類 生 8 1.62 5 0.51 3 1.11
キハダ類 生 5 0.76 3 0.21 2 0.55
イタヤカエデ 生 41 5.54 36 2.18 2 0.60 1 1.25 2 1.51
シナノキ 生 42 48.18 12 1.33 10 4.20 3 2.88 6 13.48 1 3.27 10 23.02
センノキ 生 5 4.05 2 0.18 2 2.14 1 1.73
ニレ 生 8 9.44 2 0.85 1 1.15 2 3.89 3 3.55
ヤチダモ 生 6 0.91 5 0.53 1 0.38
その他L 生 37 2.65 37 2.65

L計 生 181 96.11 107 8.18 33 13.12 11 12.58 9 19.23 20 39.73

合計 生 472 393.46 155 14.37 113 53.25 109 135.44 50 103.10 4 12.49 11 12.58 9 19.23 20 39.73

採取方法 複層伐(帯状)

34～46　２級 48～58　２級 60上　２級 34上　３級 34上　4級48～58込 60上込 34～46  １級 48～58  １級 60上込　１級
樹種

合計 20下込 22～32込 34～46込生被
別



樹種別一覧表 林小班 56そ 面積 3.04

本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積

カラマツ 生 5 4.91 2 1.26 3 3.65

トドマツ 生 340 363.92 42 5.81 95 49.13 135 162.55 63 130.45 5 15.98

N計 生 345 368.83 42 5.81 97 50.39 138 166.20 63 130.45 5 15.98

ナラ 生 15 7.18 3 0.27 8 3.29 1 0.99 3 2.63
シラカバ 生 2 0.55 1 0.19 1 0.36
ダケカンバ 生 2 0.20 2 0.20
カツラ 生 3 0.57 2 0.10 1 0.47
ホオ類 生 2 0.23 2 0.23
キハダ類 生 6 0.92 4 0.20 2 0.72
イタヤカエデ 生 14 3.61 11 0.74 1 0.44 2 2.43
シナノキ 生 15 2.37 12 1.18 3 1.19
アサダ 生 1 0.04 1 0.04
センノキ 生 4 3.23 3 1.95 1 1.28
ニレ 生 14 7.37 7 0.89 4 1.30 1 1.56 2 3.62
ヤチダモ 生 4 1.16 2 0.32 2 0.84
エンジュ 生 1 0.31 1 0.31
その他L 生 32 4.20 28 2.04 3 1.26 1 0.90

L計 生 115 31.94 75 6.40 29 12.13 2 2.27 3 2.63 1 1.56 5 6.95

合計 生 460 400.77 117 12.21 126 62.52 138 166.20 63 130.45 5 15.98 2 2.27 3 2.63 1 1.56 5 6.95

採取方法 複層伐(帯)

34～46　２級 48～58　２級 60上　２級 34上　３級 34上　4級48～58込 60上込 34～46  １級 48～58  １級 60上込　１級
樹種

合計 20下込 22～32込 34～46込生被
別



樹種別一覧表 林小班 57そ 面積 2.61

本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積 本数 材積

トドマツ 生 344 419.44 8 1.42 59 32.73 218 264.35 58 117.94 1 3.00

エゾマツ 生 1 1.24 1 1.24

N計 生 345 420.68 8 1.42 59 32.73 219 265.59 58 117.94 1 3.00

ナラ 生 9 2.19 4 0.46 5 1.73
ダケカンバ 生 5 1.31 2 0.22 3 1.09
ホオ類 生 6 1.19 5 0.50 1 0.69
キハダ類 生 4 0.38 4 0.38
イタヤカエデ 生 13 2.82 10 0.71 2 0.55 1 1.56
シナノキ 生 26 8.03 14 1.16 9 3.62 1 0.86 2 2.39
センノキ 生 2 0.20 2 0.20
ニレ 生 9 3.55 5 0.48 2 0.67 2 2.40
ヤチダモ 生 9 2.73 4 0.46 5 2.27
その他L 生 15 1.69 14 1.08 1 0.61

L計 生 98 24.09 64 5.65 27 10.54 4 3.95 3 3.95

合計 生 443 444.77 72 7.07 86 43.27 219 265.59 58 117.94 1 3.00 4 3.95 3 3.95

採取方法 複層伐(帯)

34～46　２級 48～58　２級 60上　２級 34上　３級 34上　4級48～58込 60上込 34～46  １級 48～58  １級 60上込　１級
樹種

合計 20下込 22～32込 34～46込生被
別



区域9-2

区域9-1

区域9-2

区域9-3

区域9-6

区域9-5

区域9-4

北海道森林管理局３根釧西部樹木採取区 区域図 図面番号１６

北海道厚岸郡厚岸町苫多村

区域10-2

区域12-2

区域12-1

57

60
凡例

区域界 ･････
区画界 ー

国有林野の境界 -･-･-
林道 ー
作業道 ー
林班界 ー
林小班界 ー･･ー

(備考）林道敷及び作業道敷について
は全て樹木採取区区域外。

注：１ すべての区域において表示方法はCで
ある。

２ 空中写真は令和２年10月に撮影。



区域9-1

【96】

混
区域9-2

区域9-2

【85】

【96】

混

混

区域9-4

【97】 混

区域9-3

【47】

単

【96】
単

【96】

単

【96】
単

区域9-5

【96】

単

区域9-6

凡例

区域界 ･････
区画界 ー

国有林野の境界 ー
林道 ー
作業道 ー
林班界 ー
林小班界 ー･･ー
林齢 【00】

基礎額算定林分
生産固定費を共通とみなす

林分

施業群
単層林施業群 単

混交林施業群 混

採取方法
複層伐（帯状）

間伐
(備考）林道敷及び作業道敷について

は全て樹木採取区区域外。

注１：全ての区域は根釧根室森林計画区に位置するとともに、
・機能類型は水源涵養タイプ
・樹種及び混交割合はトドマツ100%
・水源かん養保安林の指定
・林種は全て育成単層林
となっている。

２：林齢等は平成28年３月31日時点の森林調査簿による。

現況図面 図面番号１２

区域10-2

【54】

単

【81】

混

ヤチの沢林道

ヤチの沢支線林道

区域12-2

【85】
単

60

57

区域12-1
森林作業道新設

なし
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